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政策1.誰もがいつまでも成長し続け、輝けるまち（教育・文化） 

政策の目標 

市民一人ひとりが生涯にわたって主体的に学び続け、備前市の豊かな歴史・文化を継承・発展させ

ながら、子どもたちが「生きる力」「創造する勇気」「郷土を愛する心」を育むことができる、心豊かで

活力に満ちた教育・文化のまちの実現を目指します。 

 

政策の現状と課題 

国においては、第４期教育振興基本計画で「持続可能な社会の創り手の育成」と「ウェルビーイング

の向上」が掲げられ、GIGA スクール構想第２期では個別最適な学びの深化が目指されています。 

こども基本法の施行により、子どもの権利を基盤とした教育施策の展開が求められ、部活動地域

移行への対応も急務です。岡山県では第４次教育振興基本計画に基づき、デジタル田園都市国家構

想と連動した教育ＤＸの推進が図られており、本市もこれらの動向に対応した施策展開が必要です。 

【備前市の現状と課題】 

生涯学習の分野では、図書館登録率や市民一人当たりの図書貸出冊数あるいは公民館利用者数

などが近年低迷していることから、市民の学習意欲と学習満足度を向上させることが課題です。この

ため、令和７年度に開館した「備前市学びと遊びの健康プラザ（ビーテラス）」や令和８年度開館予定

の新図書館を核とした学習環境の整備を進めるとともに、家庭・学校・ＮＰＯ等関係者間の連携を強

化して地域ぐるみで生涯学習を推進するための体制づくりが必要です。 

就学前教育・学校教育の分野では、多様化する保育ニーズへの対応のほか、支援を必要とする園児

へ適切に対応できる体制の維持が課題です。 

学校教育の分野では、全校配置されている ALT 及び学校司書の活躍機会の拡大、ＩＣＴ環境の最

適化、探究的な学習への取組みなどが重要です。また、児童・生徒が安心安全な環境で学校生活を送

ることができるよう、学校施設の計画的な改修を実施するとともに、均等な教育機会を提供する観

点から学校規模の適正化に向けた検討が必要です。 

歴史文化分野では、日本遺産認定の旧閑谷学校、備前焼、北前船寄港地をはじめ地域文化資源の

保存・活用と効果的な情報発信が課題であり、文化施設の集約化も含めた歴史文化の活用と継承を

考える必要があります。 

スポーツ分野では、市内体育施設利用者数の増加を図り、部活動地域展開への対応と生涯スポー

ツによる健康づくり・地域活性化が求められています。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 新図書館・ビーテラスの効果的活用：施設を核とした生涯学習環境の充実と利用促進 

 ＩＣＴ教育環境の最適化：GIGAスクール構想第２期対応と教職員スキル向上 

 探究的な学習の推進：グローバル人材育成と教育の質向上 
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 人材確保と育成：保育教諭・ALT・学校司書の確保と活躍機会の拡大 

 学校施設の老朽化対策：長寿命化計画に基づく計画的改修・整備 

 

目標(KPI)  

 

 

施策一覧 

 

みんなで進めるまちづくり 

 

 市民一人ひとりができること 

 新図書館やビーテラスの各種講座・イベントに積極的に参加する 

 公民館活動や地域の学習グループに参加し、学んだことを地域で共有する 

 家庭での読み聞かせや親子での図書館利用を習慣化する 

分野 指標名 基準値（２０２５） 目標値（202９） 

生涯学習 図書館登録率 ４８.５％ ６６.４％ 

就学前教育 「子どもが楽しく園に通っている」と回答した割合 97.9% 100.0% 

学校教育 
「課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取

り組んでいた」と回答した児童生徒の割合 
73.8％ 85.0％ 

学校教育 

ICT 活用スキル達成度・ICT環境満足度 

学校情報化認定制度（日本教育工学協会）の各チ

ェック項目（①教科指導における ICT 活用、②情

報教育、③校務の情報化、④情報化推進体制）の

レベル 

市平均 

① 1.8 

② 1.7 

③ 1.6 

④ 1.8 

市平均 

① 2.0 

② 2.0 

③ 2.0 

④ 2.0 

歴史文化 
「暮らしている地域では、文化・芸術・芸能が盛ん

で誇らしい」と回答した市民の割合 
23.1％ 32.3％ 

スポーツ 
「スポーツ（運動）を定期的にしている」と回答し

た市民（１０代～７０代）の割合 
41.８％ 45.0％ 

施策名 担当部局 担当課 

生涯学習の充実 教育委員会 
生涯学習課 

図書館活動課 

就学前の教育、保育等の充実 教育委員会 幼児教育課 

学校教育の充実 教育委員会 
教育総務課 教育政策課 

学校教育課 

歴史文化の活用と伝統文化の継承 教育委員会 生涯学習課 

スポーツ・レクリエーション活動の推進 教育委員会 文化スポーツ振興課 
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 認定こども園や学校の行事に積極的に参加し、教育活動を支援する 

 旧閑谷学校や文化財の見学・清掃活動に参加する 

 地域等みんなでできること 

 高齢者の知識・技能を活かした世代間交流学習を企画実施する 

 保育園・認定こども園の行事や園庭整備に地域として協力する 

 文化財の保存・管理活動に地域として取り組む 

 部活動の地域移行に向けた受け皿づくりに協力する 
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1-1 生涯学習の充実 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

公民館や図書館などの社会教育施設を拠点として、幅広い世代の市民に対し、多様な学びの機会が提

供され、様々な分野で活用できる知識や技術を習得しやすい環境を整備します。 

特に、新たに整備される図書館では、読書だけでなく学習と交流の場が設けられることにより、市民の

生活が一層心豊かなものとなるよう環境を整えるとともに、費用対効果が最大となるよう努めます。 

市民一人ひとりの学んだことが自己実現だけでなく、社会参加等に結びつくことで、世代を超えた交

流やボランティア活動が活性化し、生き生きと暮らせるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

「学び」の環境づくり 地域の教育力向上に向けた環境づくり 

・地域全体で生涯学習を推進していくた

め、地域・家庭・学校・ＮＰＯ等が連携し、地

域の教育力の向上が必要です。 

・地域と学校の連携・協働の推進 

・教育支援活動の機会創出 

・家庭教育や青少年健全育成の推進 

・人材育成のための奨学支援 

・関係団体との連携、関係づくり 

2 

魅力ある図書館づくり 読書及び学習活動に利用しやすい魅力ある

図書館づくり 

・現在の図書館（本館・分館）はいずれも小

規模であるため、図書及び関連資料の開

架、閲覧等のスペースが限られ、駐車場も

十分ではないことから、市中心部に新図書

館を整備します。 

  

・新図書館では、より多くの市民に読書に親しんで

いただくことや学習活動及び交流の場として利用

されるように、施設の利便性を高めること、蔵書の

充実、職員と図書館ボランティアによる読書活動を

推進します。 

3 

公民館活動の充実 生涯学習に取組む環境づくり 

・市民の身近な社会教育施設である公民館

では、趣味趣向が多様化する中、市民の自

己実現を促進する公民館事業の展開が必

要です。 

・備前市学びと遊びの健康プラザ（愛称：ビ

ーテラス）が開館し、中央公民館としての役

割と地域公民館としての役割を充実させ

る活動が必要です。 

・世代や地域のニーズに沿った講座の充実 

・成果発表の場の創出 

・活動拠点としての公民館施設の充実 

・地区公民館との情報共有と活動支援 

・情報発信力の向上 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（202５） 

目標値 

（202９） 

１ 地域学校協働活動推進員の委嘱校数 ０校 １２校 

２ 市民一人あたり図書貸出冊数 2.４冊 ５.４冊 

２ 図書館登録率 4８.５％ 6６.４％ 

３ 市民一人あたり公民館利用回数 2.7回 3.３回 

 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市立図書館整備基本構想 202０年３月策定 

備前市立図書館等整備基本計画 202３年２月策定 

第３次備前市子ども読書活動推進計画 ２０２０年４月～２０２６年３月 

 

用語 説明 

地域学校協働活動推

進員 

地域住民と学校の橋渡し役として、地域と学校が協力して子どもたちの成長を

支えるための活動を行う。 

具体的には、学習支援、安全支援、地域貢献、広報活動などを行う役目として、２

０１７年に改正された社会教育法に基づき、教育委員会によって正式に委嘱され

る職。 

備前市学びと遊びの

健康プラザ 

（愛称：ビーテラス） 

旧アルファビゼンが改修され、備前市学びと遊びの健康プラザ（愛称：ビーテラ

ス）を開設。子ども向け広場、公民館等が整備された複合施設である。 
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1-2 就学前の教育、保育等の充実 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

就学前教育は、子どもたちが生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な役割を担っています。認定こ

ども園、民間の小規模保育園、認可外保育施設を整備や支援を行うことで、家庭でも園でも充実した就

学前教育が受けられることを目指します。 

支援が必要となる就園児には地域の子育て機関などと連絡を密にした支援が行われ、また認定こども

園と小学校などの積極的な連携により、子どもの発達や学びの接続が組織的に行われるまちの実現を目

指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

待機児童の解消 待機児童の解消のための各種支援 

・待機児童は解消されつつありますが、保

護者の働き方などにより、ニーズに沿っ

た受入体制が必要です。 

・認可外保育施設利用者への助成と民間の小規模

保育園への支援など、多様化する保育需要に応え

られる体制を整えます。 

2 

質の高い保育教諭の確保 保育教諭の離職防止及び研修、心のケア 

・保育需要が多様化しているため、受入に

対応する保育教諭の確保が必要となりま

す。 

・国の基準が改正され、園児1人に対する

保育教諭の数が見直されています。 

・ＩＣＴの活用や、働き方の見直しなどにより保育教

諭の負担軽減を図ります。また、研修等によりメン

タルケアの強化や、保護者からの相談対応など新

人・若手職員の育成を行います。 

 

3 

支援が必要な園児への対応 

・年齢別の保育教諭配置基準をクリアして

も、支援の保育教諭が必要になるため、

常に人材確保が課題となっています。 

4 

保護者等からの相談対応 

・保護者等からの相談対応については、

保育教諭が複数名、長時間の対応を求め

られるケースも多いため、保育教諭のサ

ポートが必要です。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（202９） 

１～４ 公立認定こども園へ入園率 75.7％ 80.0％ 

２～４ 保育教諭一人あたりの年間研修受講日数 4.5日 7.0日 

1～４ 「子どもが楽しく園に通っている」と回答した割合 97.9% 100% 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

第３期備前市子ども・子育て支援事業計画 202５年～202９年 

 

用語 説明 

認定こども園 教育と保育を一体的に行う施設。幼稚園と保育所の機能を併せ持つ。 

認可外保育施設 
国の基準のすべてを満たさないが、県に届出をしている保育施設。自治体の審

査なく入園が可能。 
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1-3 学校教育の充実 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

子どもたちが、主体的に学ぶことができる環境を整備し、学びに出会う機会を充実させることにより、

備前市で学んだことに誇りを持ち、これからの時代を生き抜く力を獲得できる教育が行われ、「生きる力」

「創造する勇気」「郷土を愛する心」を育むことができるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

１ 

ALT を活用した外国語教育環境の

充実と周知 

ALT配置の効果と活動の情報発信 

・学力調査にみる外国語教育の結果は良

好ですが、保護者や地域の方々との ALT

活用イメージの共有が必要です。 

・学力調査に見る外国語教育の結果は良好なた

め、大幅増員した ALT 全校配置のメリットを活か

した授業を一層推進します。ALT 活躍の場の多様

化と授業効果の情報発信などを進めます。 

・活用機会の多様化と可視化、かつ、効果の可視化

と周知を進めます。 

２ 

総合的な学習（探究）に向けた取組

と周知 

総合的な学習（探究）をすべての小･中学校

に導入 

・総合的な学習（探究）に向け国際バカロ

レア候補校から認定校に向けた取組が必

要です。 

・探究的思考の育成に着目し、小学校のう

ちから教科を超えた総合的な学習支援を

強化していますが、こうした社会を生き

抜く力を養うための主体的かつ対話的で

深い学びを促進する取組が必要です。 

・学習指導要領が目指す「生きる力」の育成や課題

発見・解決能力や論理的思考力、コミュニケーショ

ン能力等、重要な能力・スキルを確実に修得するた

めのカリキュラムの作成と実践を行います。 

３ 

ＩＣＴ環境を活用した教育の充実 ＩＣＴの活用を推進 

・教育機器全般において、ＩＣＴ環境の最

適化が必要です。 

・教職員の活用スキル向上やＩＣＴを活用

した授業効果の可視化が必要です。 

・GIGAスクール構想に基づくＩＣＴ機器の整備と利

用環境の最適化を推進します。 

・教職員の活用スキル向上を図りＩＣＴを活用した

授業効果や改善を可視化します。 
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４ 

図書館司書全校配置による教育環

境のさらなる充実 

図書館司書全校配置の目に見える活用 

・図書館司書全校配置の費用対効果の向

上が必要です。 

・図書館司書を中心とした、学校図書の有

効活用が必要です。 

・司書教諭が教育面を学校司書が情報、資料面を

支えることで、読解力や情報活用能力が育成され

る効果を高めます。研修の充実、ＩＣＴ環境の整備 

などを通じ、効果的な学校図書館を運営します。 

５ 

片上高等学校の魅力化推進及び周

知 

片上高等学校のキャリア形成を支援する機

能としての目に見える向上 

・継続的に片上高等学校の教育活動の特

色や魅力の強化と周知が必要です。 

・地元企業と連携した職業体験活動や就業支援の

充実とその効果の可視化と周知を図ります。 

６ 

学校規模の適正化に向けた機運の

醸成 

適正な学校規模の継続的な検討 

・効果的な学校の運営や教育機会の均等

の観点から学校規模の適正化に向けた取

組が必要です。 

・児童・生徒数の継続的な把握、保護者を含む関係

者との調整による地域における学校の役割を重視

した学校規模の適正化の検討を進めます。 

７ 

学校等教育施設の充実、老朽化対策 学校等教育施設の充実、老朽化対策 

・昭和40～60年代に集中的に整備され

た教育施設は老朽化が進み、将来一斉に

更新時期を迎えることから、安全・安心な

学習環境の計画的な整備が必要です。 

長寿命化計画等により緊急性のあるものから次の

ような事業を実施します。 

①照明のＬＥＤ化事業 

②体育館空調設置事業 

③長寿命化事業 

④バリアフリー化事業 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 外国語教育環境満足度 76．6％ 90.0% 

２ 
「課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組

んでいた」と回答した児童生徒の割合 
73.8％ 85.0％ 

３ 

ICT 活用スキル達成度・ICT環境満足度 

学校情報化認定制度（日本教育工学協会）の各チェッ

ク項目（①教科指導におけるICT活用、②情報教育、

③校務の情報化、④情報化推進体制）のレベル 

市平均 

④ 1.8 

⑤ 1.7 

⑥ 1.6 

④ 1.8 

市平均 

① 2.0 

② 2.0 

③ 2.0 

④ 2.0 

４ 読書意欲・図書館司書配置を含めた環境満足度 ７０.0% ８５.0% 

５ 希望進路意識・進路決定率 １００％ １００％ 
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■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市教育に関する大綱 ２０２１年１０月～ 

備前市教育振興基本計画 ２０２３年４月～２０２９年３月 

備前市学校施設長寿命化計画 ２０２１年４月～２０３１年３月 

 

 

用語 説明 

ICT 
Information and Communication Technology の略称。 

情報通信に関する技術一般の総称で、従来使われてきた「IT」に代わる表現。 

ALT 
外国語指導助手。日本人教師の助手として英語教育を行う英語を母国語とする先

生。 

GIGA スクール構想 
一人一台端末と高速通信ネットワークを一体的に整備し、より主体的で深い学び

を実践する構想。 

長寿命化 
施設の汚れや傷み、設備の不具合などを直し施設の耐久性を高め、もっと長く施

設を使い続けること。 
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1-4 歴史文化の活用と伝統文化の継承 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

豊かな歴史、文化、自然は、地域の魅力や財産であり、多くの来訪者・観光客を引きつける資源となり

ます。地域の成り立ちを理解したうえで、来訪者視点で地域の人々が新たな魅力作りをじっくり行うこと

が大切です。魅力的な情報発信を行い、多くの人々が来訪し、新たな交流が生まれることが、地域づくり、

まちづくりの起点になります。備前の歴史文化への関心を高め、地域への愛着や誇りを感じられるような

取り組みを行うこと、また、新たな文化的魅力を創出し、誰もが身近に芸術文化に触れることができる場

を提供することで、将来世代に豊かな環境や文化を継承するまちの実現を目指します。 

  

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

１ 

人づくり・仕組みに係る課題 歴史・文化を誇りに思える人の増加、永続す

る仕組みづくりの構築 

・歴史・文化があるまちとしての認識は高

いが、何よりも歴史文化の活用と伝統文

化の継承が重要であると考える市民は少

ない。 

・地域の歴史・文化を保存、継承していく

機運を醸成することと、地域ぐるみで守

りつなぐ意識が必要です。 

・歴史や文化を継承するため、備前市文化財保存活

用地域計画に基づき、文化財の保存・活用を図りま

す。 

・地域や学校教育と連携し、備前市にゆかりのある

人物の出前授業や論語かるたを活用した催し等の

実施により、地域に対する愛着・誇りが持てるよう

な機会を創出します。 

２ 

歴史・文化の活用に係る意識向上 市の関連文化財群等の活用に向けた整備 

・歴史や文化を学び、地域の成り立ちを理

解した上で、守り伝え、活かしながら、そ

の活動を知る機会を設けるとともに、文

化遺産の魅力の発信が必要です。 

・ゆとりとうるおいの実感できる心豊か

な社会を実現するため、芸術文化に気軽

に触れる機会の提供が必要です。 

・地域の文化資源等の整備を図り、市文化施設にお

いて活用します。 

・市内文化施設において、地域に根差した文化財や

ゆかりのある人物の企画展を実施します。 

・各文化施設におけるワークショップの充実や

SNS を活用した情報発信により、広く文化財を知

る機会を創出します。 
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３ 

文化施設の集約化及び新施設の有

効利用 

文化施設の集約化や新たな文化的魅力の発

見に向けた文化交流などに取り組む 

・老朽化や利用実態等により、改修や運営

方法の見直し、施設の集約化が必要で

す。 

・新たな魅力を創造する取組を実施し、既

存の文化に新たな光を当てることも重要

です。 

・新備前市美術館の開館により、所蔵品

の展示だけでなく、様々な文化や歴史と

の融合が必要です。 

・市内に複数ある文化施設の機能や役割を検討し、

公共施設個別施設計画に基づき集約化を進めま

す。 

・市の代表的な工芸品である備前焼においても、現

代の陶芸・工芸作品の企画展示等を通じて、地域

間の文化交流を深め、新たな発見や融合により、新

しいファンを増やします。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 
「暮らしている地域では、文化・芸術・芸能が盛んで誇ら

しい」と回答した市民の割合 
２３.1％ 32.3％ 

２ 企画展やワークショップの開催回数 1４回 2０回 

３ 各文化施設入館者数 5,61４人 ６,５００人 

３ 備前市美術館の来館者数（２０２５年7月 12日開館） − ３２,８００人 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市歴史文化基本構想 201４年３月～ 

備前市文化財保存活用地域計画 202１年～２０３０年 

史跡備前陶器窯跡保存活用計画 202０年～203３年 
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1-5 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

全ての市民が 「する」 「みる」 「ささえる」 といった様々な形で積極的にスポーツを楽しみ、喜びや

感動を得ることで、市民一人ひとりが生きがいを持ち、元気で豊かな潤いのある暮らしや活力あるまち

の実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組  

1 

部活動の地域展開 部活動の地域展開の推進 

・少子化の進展により、廃部や休部、活動を

縮小する部活動が多くなっているため、地

域全体で体験機会の確保が必要です。 

・地域の持続可能で多様な環境整備が必要

です。 

・受け入れ態勢の整備、充実 

・地域のスポーツ及び文化関係団体との連携 

・指導者の確保 

・市民等への周知 

2 

スポーツ施設の整備・充実 利用者のニーズに対応した施設環境の整

備 

・スポーツ施設の情報発信や利便性向上な

どにより、施設の利用促進を図るととも

に、設備の充実やバリアフリー化など「だれ

でも」気持ちよく利活用できる環境整備が

必要です。 

・点在する施設及び老朽化する施設の集約

化など、利用者ニーズと財政負担を鑑みた

施設整備が必要です。 

・施設の改修、修繕等の実施 

  （既存施設の方向性検討） 

・施設情報の発信 

・施設の利便性の向上 

3 

生涯スポーツの充実 すべての年代でスポーツに親しむ環境づく

り 

・20歳代から60歳代までの年代で、1週

間のうちほとんど運動しない人が 60％以

上いることから、スポーツに親しむ機会の

創出やきっかけづくりが必要です。 

・ニュースポーツの普及及び推進 

・スポーツ教室及び出前スポーツ教室の開催充実 

・オンラインを活用した情報発信 

・スポーツ関係団体等との連携 

４ 

スポーツによる地域活性化 地域資源を活かした取り組みの推進 

・地域資源を活用したイベントの開催やス

ポーツ環境の整備などにより、スポーツを

通じたまちおこしの機運醸成が必要です。 

・スポーツ、文化、観光等を一体化させた新

たな価値の創出が必要です。 

・地域資源の有効活用 

・受け入れ態勢の整備、充実 

・スポーツツーリズムの推進 

・各種団体、企業等との連携 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 休日の地域展開が完了した部活動の割合 ２３.１％ 88.5% 

３ 
「スポーツ（運動）を定期的にしている」と回答した市

民（１０代～７０代）の割合 
41.８％ 45.0％ 

４ 市内体育施設利用者数 156,00０人 162,00０人 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市スポーツ推進計画 202１年４月～203１年３月 

 

用語 説明 

ニュースポーツ 
子どもから高齢者まで、勝敗よりも「楽しみ」「人の交流」「健康・体力づくり」に重点

を置いた生涯スポーツ。 

スポーツツーリズム 
スポーツイベントへの参加やスポーツ観戦など、スポーツを主な目的とする観光や

旅行のスタイル。 

 

 

  



 

17 

政策2.地域で支え合う持続可能なまち（交流・コミュニティ） 

政策の目標  

国籍、性別、年齢、障がいの有無等に関らず、すべての人が社会の一員としてお互いに尊重し、多

様性を理解し受け入れ、地域課題を住民同士が共有し合い、問題解決のために自ら行動する市民や

地域団体が増え、誰にとっても生きやすく、心豊かに暮らすことのできる持続可能な地域社会を育む

まちの実現を目指します。 

政策の現状と課題 

国では地域共生社会の実現に向け、厚生労働省が202４年「地域共生社会の在り方検討会議」で

重層的支援体制整備の方向性を示しました。第５次男女共同参画基本計画では「すべての女性が輝く

令和の社会」実現が掲げられ、202５年策定予定の「人権・啓発基本計画（第２次）」では多様化する人

権課題への対応が重視されています。多文化共生では総務省の「地域における多文化共生推進プラ

ン」において外国人の受入れと共生社会づくりが示されています。地域おこし協力隊は202４年度

7,91０人で過去最高になっており、制度強化として「地域おこし協力隊全国ネットワーク」の本格化、

報償費の増額、外国人隊員の積極採用など、サポート体制の充実と多様化を進めています。 

岡山県では、「第 5次おかやまウィズプラン」に基づき、男女共同参画と多様性尊重の取組が推進

されているほか、「国際化施策推進方針」では、国際交流や多文化共生、グローバル人材育成に取り

組むこととしています。 

【備前市の現状と課題】 

コミュニティ分野では、生活スタイルの変化により地域コミュニティへの関心が薄れ、自治会組織の

担い手不足が深刻化しています。まちづくり会議は８地区で設立されていますが、継続的な活動支援

と新たな担い手確保が課題です。 

人権・男女共同参画分野では、DV被害の潜在化が深刻で、相談窓口の認知度の向上が課題です。

SNSによる人権侵害など新しい形の差別・偏見への対応も急務となっています。市審議会等の女性

委員比率は３３．５％と全国平均を下回っており、２０２９年に４０％達成に向けた積極的な取組が必

要です。また、パートナーシップ制度等の多様性を尊重する制度の導入検討も求められています。 

多文化共生分野では、外国人市民の増加に伴い、日本語教室や行政・生活情報の多言語化などの

コミュニケーション支援が喫緊の課題です。また、グローバル化が進展する中で国際交流などを通じ

て国際感覚の豊かな人づくりに取り組む必要があります。 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

＜市の政策推進において特に重要な課題＞ 

 地域運営組織の持続可能性確保：まちづくり会議の活動継続と担い手育成 

 自治会組織の活性化：高齢化・人材不足への対応と新たな参加促進 
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 DV・人権問題への対応強化：相談体制充実と啓発活動推進 

 男女共同参画の実質的推進：審議会女性委員比率向上と意識改革 

 多文化共生環境の整備：日本語教室と行政・生活情報の多言語化 

 グローバル人材の育成：青少年の国際交流推進 

 デジタル技術活用によるコミュニティ形成：新しい形の地域づくり支援 

 地域おこし協力隊による活性化：地域活性化と定住促進 

目標(KPI)  

 

分野 指標名 基準値（２０２５） 目標値（２０２９） 

コミュニティ 

「暮らしている地域では、地域活動（自治

会・地域行事・防災活動等）への市民参加

が盛んである」と回答した市民の割合 

30.2% 50.0％ 

人権 

「暮らしている地域では、女性が活躍しや

すい雰囲気がある」と回答した市民の割

合 

17.7% 35.0％ 

多文化共生 

「日本人と外国人が地域で共に暮らす多

文化共生の取組みは評価できる」と回答

した市民の割合 

22.8% ４０.０％ 

 

施策一覧 

施策名 担当部局 担当課 

コミュニティの育成と地域活動の支援 市民生活部 市民課 

人権問題の解決 市民生活部 市民課 

国際理解と多文化共生の推進 企画財政部 企画課 

 

みんなで進めるまちづくり 

 市民一人ひとりができること 

 自治会や町内会の活動に積極的に参加し、地域課題を共有する 

 DV防止や犯罪被害者支援について学び、周囲の人に正しい知識を伝える 

 家庭内で家事・育児・介護を性別に関らず分担する 

 地域の外国人市民と積極的にコミュニケーションを図る 

 地域等みんなでできること 

 地域の課題解決に向けた勉強会や意見交換会を定期開催する 

 学校・PTA・地域が連携した人権教育プログラムを実施する 

 地域の役員や委員選出で男女バランスを考慮する 

 協力隊員の活動を地域全体で支援・協力する 
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 ＮＰＯ等・企業・行政との協働体制を構築し、課題解決に取り組む 

2-1 コミュニティの育成と地域活動の支援 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

地域課題を住民同士が共有し合い、問題解決のために自ら行動する市民や地域団体が増え、全ての住

民が安心して心豊かに暮らすことのできるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

１ 

地域活動の場や機会の不足 市民主体のまちづくりの推進支援 

・生活スタイルの変化等により個々での生

活を楽しむ傾向が進み、地域コミュニティ

への関心が薄れています。そのため、地

域間での交流の場や若者が集まるコミュ

ニティの創出が必要です。 

・市内で活動するＮＰＯ等や地域団体向けに活動補

助金の情報提供をホームページ等で行い協働のま

ちづくりを推進します。 

・地域運営組織形成のための整備を行い、地域に

向けての発信を行います。形成されている地域へ

は課題解決のための提案を行います。 

２ 

自治会活動の担い手確保 コミュニティ活動の支援 

・人口減少や高齢化の進展に伴い、自治

会組織における人材不足が深刻化してい

ます。そのため、自治会組織の役員の高

齢化や固定化が進んでいるため、若い世

代の参加の促進などが必要です。 

・役員が自治会運営を行うための手法を紹介した

自治会ハンドブックの見直し、配布等により自治

会・まちづくり団体への支援を行います。 

３ 

地域おこし協力隊の起業による活

性化 

地域おこし協力隊活動の起業支援及びPR 

・様々な分野で地域おこし協力隊が活動

していますが、持続可能な地域づくりを

推進する重要な担い手として、都市部よ

り経験、知識、視点を持ち込み、地域の資

源・伝統・課題とを結びつけることで新た

な価値を創造し地域の活力を高めるた

め、起業が増えることを期待します。 

・市ホームページ及び広報びぜん、SNS 等を活用

し、地域おこし協力隊のPRに努めます。 

・この制度がより効果的に機能するためには、隊員

個人の意欲や能力だけでなく、備前市や地域住民、

支援組織が一体となって取り組む体制づくりが必

要です。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 各地区まちづくり会議組織数（累計） ８地区 ８地区 

２ 
「暮らしている地域では、地域活動（自治会・地域行事・防災活

動等）への市民参加が盛んである」と回答した市民の割合 
30.2% 50.0％ 

３ 地域おこし協力隊起業率 17.6％ 25.0％ 

 

用語 説明 

まちづくり会議 
小学校区ごとに設置される地域運営組織の名称。地域の課題を共有し、解決に向
けて活動するための市民主体の組織。 

地域おこし協力隊 
市の委嘱を受けた方が、地域ブランドの開発や PR、農林水産業への従事などの
「地域協力活動」を都市部から移住した上で行う取組。 

ふるさとづくり事業 
まちづくり会議や地域の各種団体が地域の活性化や福祉の充実、文化芸術の振興
など地域の活性化を目的として取り組む事業。 
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2-2 人権問題の解決 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

すべての人が社会の一員として互いに尊重し、多様性を理解し受け入れる、誰にとっても生きやすい

社会になることが理想であり、性別や年齢、国籍の違い、障がいの有無などに関わりなく、家庭、地域、働

く場など様々な分野で個性と能力を十分に発揮できるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

DV（ドメスティック・バイオレン

ス）の深刻化が問題 

相談体制の充実 

・DV は身近な問題であるにもかかわ

ず、家庭内の問題と捉えて打ち明けら

れず、潜在化している被害が多いとさ

れています。 

・人権擁護委員や人権問題を担当する各課相互の連

携を図り、人権問題に関する相談、DV 被害者や犯罪

被害者等のサポート体制を整備します。 

2 

困難な状況に置かれている人へ

の理解が不足 

人権教育・啓発研修会等の充実 

・偏見や差別、日常生活を送る上で暮

らしにくい状況に置かれている人がい

ます。また、SNS などによる人権侵害

も課題となっています。複雑・多様化

する人権問題について、広い年齢層に

対する啓発・教育が必要です。 

・あらゆる人権問題に対する正しい知識を持ち、より

理解を深めるための人権教育や啓発として、身近な視

点に立った講演会を行います。市長部局、教育委員

会、学校・園と連携を図ることでより広い年齢層に対

する啓発・教育を行い、人権感覚を醸成します。 

地域での啓発活動の充実 

・いんべ会館、ウィズびぜんでの各種講座等で人権意

識の高揚と差別意識の解消を図るための啓発を行い

ます。 

多様性が尊重された制度の推進 

・近年、性的マイノリティの方の人権課題が顕在化して

います。当事者の生きづらさや不安を解消する取り組

みとして、性的マイノリティのカップルを公認する「パ

ートナーシップ制度」についての研究・調査などを行い

ます。 

3 

女性の社会進出が低調 男女共同参画の推進 

・社会全体で男性優位の組織体制にな

っており、各審議会等での積極的な女

性の登用が必要です。 

市の審議会等の委員の女性比率向上への呼びかけ

や、男性の家事・育児・介護への参加促進など、ワーク

ライフバランスの実現に向けた取り組みを推進しま

す。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ DVに関する相談窓口を知っている割合 31.5％ 50.0% 

２ 人権教育・啓発研修会での関心・理解の割合 100％ １００％ 

３ 市の審議会等委員の女性比率 ３３.５% 40.0% 

３ 
「暮らしている地域では、女性が活躍しやすい雰囲気がある」

と回答した市民の割合 
17.7% 35.0％ 

３ 
「どんな人の意見でも受け入れる雰囲気がある」と回答した

市民の割合 
16.8% 33.0％ 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

第４次備前市男女共同参画基本計画 20２２年４月～202７年３月 

 

用語 説明 

DV（ドメスティック・

バイオレンス） 
配偶者や交際相手など親密な関係にある、又はあった者からの暴力。 
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2-3 国際理解と多文化共生の推進 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

国籍や民族に関わらず、すべての市民が相互理解の意識を高め、助け合い、学び合いながら、共に生き

るまちの実現を目指します。 

海外姉妹都市等との国際交流事業を通じて豊かな国際感覚と幅広い視野を持った青少年の育成を図

るとともに、来日外国人を雇用する企業等と連携して、日常の孤立や地域住民とのトラブルを回避しな

がら、互いに住み良い環境づくりに努めます。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

  

 課 題 取 組 

1 

外国人市民が暮らしやすいまちづ

くり 

外国人市民の日常生活等支援 

・外国人市民の人数及び国籍数が増加

していることから、外国人市民が地域社

会で円滑な日常生活を送るための環境

整備が必要です。 

・日本語教室の開催など外国人市民に対するコミュニ

ケーション支援と合わせて、多文化共生に関わる人材

の育成に取り組みます。 

・日常生活のルールや災害時の対応等について、企業

等と連携して外国人市民のサポートに取り組みます。 

・行政情報の発信や窓口相談等において、翻訳機の活

用や「やさしい日本語」を含めた多言語による対応に

取り組みます。 

 

2 

国際感覚と幅広い視野を持つひと

づくり 

市民の国際感覚の醸成やコミュニケーション能

力の向上 

・グローバル社会の進展において、青少

年をはじめとする市民が世界に目を向

け、国際感覚やコミュニケーション能力

を高める機会の提供が必要です。 

・国際交流事業を通じた姉妹都市等への青少年の派

遣と受入れに取り組みます。 

・語学力向上のほか、海外への関心を高め、異文化を

学ぶ機会として、英語教室の開催や語学イベント、外

国人市民との交流会等に取り組みます。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 日本語教室受講者の満足度 100% 100% 

１ 
「備前市での生活に満足している」と回答した外国人

市民の割合 
81.7% 90.0% 

２ 
派遣受入事業の参加者が「異文化に対する理解が深

まった」と回答した割合 
100％ 100% 

２ 
「国際交流事業（児童、生徒の海外への派遣や海外か

らの受入れ）は評価できる」と回答した市民の割合 
25.0% 40.0% 

２ 
「日本人と外国人が地域で共に暮らす多文化共生の取

組みは評価できる」と回答した市民の割合 
22.8% 40.0% 
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政策3.誰もがいつまでも安心して暮らせるまち（健康・福祉） 

政策の目標 

市民一人ひとりが生涯を通じて心身ともに健康で、安心して暮らせるまちの実現を目指します。 

健康日本２１（第３次）に基づく包括的な健康づくりを推進し、生活習慣病の予防と健康寿命の延伸

を図ります。こども家庭庁の政策と連動し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援体制を構築し、

すべての子どもが健やかに成長できる環境を整備します。地域共生社会の実現に向け、高齢者・障が

い者・生活困窮者等への包括的支援を充実させ、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられ

る社会を構築します。地域包括ケアシステムの深化と地域密着型医療の提供により、持続可能な健

康・福祉のまちの実現を目指します。 

 

政策の現状と課題 

国においては、健康日本２１（第３次）で「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」が重点目標に掲げら

れ、生活習慣病対策とともに社会環境整備が重視されています。また、２０２３年のこども家庭庁設置

により、「こども未来戦略」に基づく包括的な子育て支援政策が展開され、児童手当拡充や妊娠・出産

支援の充実が図られています。 

介護分野では、第９期介護保険事業計画で地域包括ケアシステムのさらなる深化が求められ、障が

い者分野では第４期障がい者基本計画で共生社会実現に向けた取組が推進されています。岡山県で

は「第3次健康おかやま２１」や「第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」に基づき、県域

での一体的な健康・福祉政策が展開されています。 

【備前市の現状と課題】 

健康づくり分野では、市民の健康意識向上と運動習慣定着が課題です。特に生活習慣病罹患者の

多さと自殺率の高さへの対応が急務で、特定健診受診率の向上とメタボリックシンドローム対策が重

要です。子どもの生活習慣の乱れも深刻で、朝食摂取率向上への取組が必要です。 

子育て支援分野では、こども家庭庁の政策と連動し、こども家庭センター「すこやかびぜん」を核と

した包括的支援体制の構築が進んでいます。しかし、児童虐待やヤングケアラー支援、子育て不安へ

の対応が課題です。放課後児童クラブ利用者数の減少が見込まれており、ニーズの変化への対応が

求められます。 

生活困窮・障がい者支援分野では、包括的な相談支援支援体制の強化が課題です。障がい児サー

ビス利用増への対応と、地域移行促進、成年後見制度普及が重要です。生活困窮者支援では早期発

見・予防的支援の強化が求められています。 

高齢者福祉分野では、第９期介護保険事業計画に基づく地域包括ケアシステムの深化が必要です。

認知症支援、介護予防活動推進、市民後見人養成等の取組強化が課題です。 
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地域医療分野では、医師不足と経営改善が最重要課題です。病床利用率向上、救急応需率改善と

ともに、在宅医療体制構築とＩＣＴ活用による地域医療連携強化が求められています。 

これらの課題解決には、デジタル技術を活用した新しいコミュニティ形成支援、多様な主体との連

携強化、持続可能な支援体制の構築が不可欠であり、国、県の施策と連動した総合的な取組が求めら

れています。 

-----------------------------------------------------------------------------------------

＜市の政策推進において特に重要な課題＞ 

 市民主体の健康づくりと地域での支え合い体制の構築 

 妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポート 

 地域共生社会の実現に向けた重層的な支援体制整備 

 市立 3病院による継続的に必要な医療を提供する体制 

 

目標(KPI)  

 

分野 指標名 基準値（２０２５） 目標値（２０２９） 

健康 
「自分の健康に気をつけている」と回答し

た市民の割合 
85.6% 90.0% 

子育て 

「備前市は安心して子どもを産み育てる

ことができるまち」と回答した市民（主に

子育て世代である20代～40代）の割合 

40.3% 60.0％ 

生活困窮者 就労支援による就労者数 ４人 ５人 

障がい者 施設入所からの地域移行者数 １人 ３人 

高齢者 通いの場参加率（月 1回以上） 13.５％ 17.３％ 

医療 医師対標準率 ９７.５％ 100.０％ 

 

施策一覧 

 

施策名 担当部局 担当課 

生涯を通じた健康づくりの推進 保健福祉部 保健課 介護福祉課 

子育て支援の充実 保健福祉部 こどもまんなか課 

生活困窮者等の自立支援 保健福祉部 社会福祉課 

障がいのある人への福祉の充実 保健福祉部 社会福祉課 

高齢者への福祉の充実 保健福祉部 介護福祉課 

地域に密着した医療サービスの提供 備前市立病院 備前市立病院 
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みんなで進めるまちづくり 

 市民一人ひとりができること 

 定期的に健康診断を受診し、生活習慣病の早期発見・予防に努める 

 バランスの取れた食事と適度な運動習慣を身につける 

 妊娠期から乳幼児期の健診や相談事業を積極的に利用する 

 地域の子育て支援拠点やイベントに参加し、親子で交流する 

 認知症や障がいについて正しい知識を学び、理解を深める 

 在宅医療・介護について理解し、必要時は積極的に活用する 

 地域等みんなでできること 

 住民主体の「通いの場」や健康教室を定期的に開催する 

 地域子育て支援拠点の運営や子育てサロンの開催に協力する 

 高齢者の買い物支援や移動支援などの生活支援サービスを提供する 

 民生委員・児童委員と連携した見守り・相談支援活動を展開する 

 在宅医療・介護を支える家族への支援活動を行う 

 災害時要配慮者名簿の作成・更新に協力し、避難支援体制を構築する 
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3-1 生涯を通じた健康づくりの推進 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

「市民が主役の健康づくり」・「健康を支え合う地域づくり」・「健康を支える環境づくり」という基本理念

のもとに、子どもから高齢者まであらゆる世代の市民が心身ともに健康で、いつまでも生き生きと自分

らしく毎日を過ごすことができるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

市民の健康意識が低い 市民の健康意識の向上 

・市民が主体的に食生活の改善や運動習

慣の定着など、普段から健康的な生活を

送る取組の推進が必要です。 

・地区組織や職域との連携を強化し、健康教育や健

康相談などさまざまな機会をとらえて健康づくりに

関する普及啓発を行います。 

・スマートウォッチや SNS 等を活用して、市民が楽

しみながら健康づくりに取り組めるような環境づく

りや情報発信を行います。 

2 

子どもの生活リズムの乱れが目立っ

ている 

子どもの生活習慣に対する保護者の意識の

底上げ 

・朝食欠食、遅寝や映像メディアの利用が

適切でない等、基本的な生活習慣の確立

が不十分な子どもが多くなっており、保護

者の意識の底上げが必要です。 

・保護者が、自身や子どもの生活習慣を見直し、規

則正しい生活について考え実践できるよう、乳児全

戸訪問・乳幼児健康診査時などに、家庭の環境や事

情なども考慮しながら、個々の家庭に丁寧に寄り添

ってアプローチしていきます。 

・認定こども園や小学校、中学校や関係団体と情報

共有し連携した取り組みを行います。 

3 

生活習慣病の罹患者が多い 生活習慣病の重症化予防 

・高血圧症、脂質異常症、糖尿病患者が多

く、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）の予防が必要です。 

・特定健診の結果ハイリスク者や、生活習慣病治療

中断者への受診勧奨を実施します。 

４ 

自殺率が高い 働き世代や高齢者のメンタルヘルス意識の

向上 

・国・県と比較して自殺率が高く、特に働き

世代の男性や男性高齢者の割合が高い。

市民がメンタルヘルスについて関心を持

ち、必要時に相談につながるための窓口

の周知や自殺対策への普及啓発が必要で

す。 

・働き世代や高齢者が研修等を通じて、メンタルヘ

ルスや自殺予防に対する正しい知識を持つことが

できるよう、職域や各種団体と連携しながら、ゲート

キーパー養成講座を実施し、相談窓口等を周知して

いきます。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 
「自分の健康に気をつけている」と回答した市民の割
合 

85.6% 90.0％ 

１ 
「スポーツ（運動）を定期的にしている」と回答した市民 
（１０代～７０代）の割合 

41.８％ 45.0％ 

２ 朝食を毎日食べる3歳6か月児の割合 95.2％ 96.0％ 

３ 特定健康診査受診率 39.5％ 50.0％ 

３ 特定健康診査受診者のメタボ該当者・予備群の割合 36.2％ 33.0％ 

４ 人口 10万人あたりの自殺死亡数 15.９人 15.０人 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

第３次健康びぜん21・食育推進計画・ 

第２次備前市自殺対策計画 
202５年４月～20３６年３月 

備前市国民健康保険第３期データヘルス計画 20２４年４月～20３０年３月 

第４期備前市国民健康保険特定健康診査等実施計画 20２４年４月～20３０年３月 

 

用語 説明 

ゲートキーパー 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人。 
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3-2 子育て支援の充実 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

妊娠期から子育て期まで切れ目のない相談支援の充実など、子どもを安心して産み育てられる環境が

整備されているまちの実現を目指します。 

【子ども・子育て支援事業計画】 

基本目標 1 妊娠から子育てまで ライフステージに応じた支援で安心のまちづくり 

妊娠・出産から子育てまで、こどもの権利が最大限に配慮されるとともに、ライフステージごとの適切

な支援により、全てのこどもや家族が安心できるまちの実現を目指します。 

基本目標 2 地域社会で支える子育て 一人ひとりのウェルビーイングの実現 

  全てのこどもや家族がウェルビーイングを実現できるよう、きめ細かなサポートの必要な家庭へ必要

な支援を届けるとともに、地域社会の理解・協力により「仕事」と「子育て」のバランスが取れた生活の実

現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

虐待や貧困などの支援を必要とす

るこども 

きめ細かなサポートが必要なこどもや家庭へ

の支援 

・障がい、虐待、貧困、不登校、ヤングケ

アラーなどの課題を抱えるこども及び

その家庭について、複合的な要因があ

ることから、関係機関との連携による長

期間にわたる支援が必要です。 

・児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭の自立支

援、障がいや貧困など困難を有するこどもへの支援の

充実、ヤングケアラー支援の推進など、関係機関との

連携を強化しながら実施します。 

2 

子育てに不安を抱えている保護者 妊娠・出産の希望がかなう環境の整備 

・ニーズ調査において、子育てに自信が

持てない割合が５割を超えているほか、

「病気や発育・発達」「教育」「出費」に関

する悩み・不安の割合が多くなってお

り、支援が必要です。 

・こども家庭センター「すこやかびぜん」において、産

前、産後のこどもと家族の心身の健康の保持及び増

進を支援するほか、不妊治療、不育治療や無痛分娩費

用に対する助成、妊婦保険加入に対する補助などを

行うことにより、妊娠・出産の希望がかなう環境を整

備します。 

子育てにかかる経済的負担の軽減 

・出産、育児に関する不安として経済的負担を挙げる

声が多く、全てのこどもが必要な保育、医療等を受け

られるよう、また、こどもを持つことをためらうことに

つながらないよう、適切な経済的支援を行います。 
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3 

こどもの居場所の確保 
こどもを預けることのできる場の確保と放課

後の居場所づくりの推進 

・小学生の放課後の過ごし方について、

放課後児童クラブのニーズが非常に高

くなっているほか、病児保育やレスパイ

ト目的でのショートステイ、支援の必要

な子どもの居場所などニーズが多様化

しているため、ニーズに合った取組が必

要です。 

・仕事や急な用事の際又は保護者自身の心身を健や

かに保つために、こどもを一時的に預ける場を確保す

るほか、保護者の就労状況などの動向に配慮し、地域

との連携など、様々な実施方法によるこどもの居場所

づくりを行います。 

4 

親子で集える場所や集団で外遊び

できる場所の充実 

情報提供・相談体制と親子が集える場所の充

実 

・市内でこどもが集団で外遊びできる場

所のニーズが非常に高くなっています。

室内で遊べる施設や大型遊具のある近

隣市町へ出かける家族も多く見られた

め、対策が必要です。 

・ビーテラス（子育て支援センター）や児童公園のほ

か、地域子育て支援拠点など、気軽に親子が集い、情

報交換できる場を開設し、地域の実情に応じたきめ細

かな子育て支援サービスの提供や保護者や妊産婦が

様々な支援を円滑に利用できるよう、情報提供、相談

対応、助言等を行います。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 要保護児童対策地域協議会登録率 2.57％ 2.00％ 

２ 

「備前市は安心して子どもを産み育てることができるま

ち」と回答した市民（主に子育て世代である20代～40

代）の割合 

40.3% 60.0％ 

２ こども家庭センター（母子保健）相談件数 466件 500件 

３ 放課後児童クラブ利用者満足度 80.０％ 90.０％ 

４ 地域子育て支援拠点利用率 19.8％ 25.0％ 
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■ 関連する個別分野計画 
 

 

用語 説明 

こども家庭センター 
児童福祉法及び母子保健法に基づき児童福祉機能と母子保健機能の一体的な運営

を行う機関で、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行うもの。 

要保護児童対策地域

協議会 

児童福祉法に基づき、虐待、障がいその他の要因により支援の必要な児童及びその

保護者又は妊婦への適切な保護、支援等を図るため、関係機関等により構成される

協議会 

レスパイト 
乳幼児、障がい児・者、高齢者等のお世話をする人が、一時的に解放されて心身の休

息をとること。 

地域子育て支援拠点 

児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の一つ

で、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場

として設置するもの。 

 

 

  

計画名 計画期間 

第３期備前市子ども・子育て支援事業計画 202５年４月～203０年３月 
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3-3 生活困窮者等の自立支援 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

病気や離職等で生活に困窮しても相談しやすい窓口が整備され、生活支援や就労支援等により経済的

に自立した生活を送ることができる支援体制の充実したまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

生活保護制度利用者への支援 生活保護制度の適正な運用 

・生活保護利用者は減少傾向にあります

が、適正な制度の運用が必要です。 

・社会的・経済的自立の促進、医療扶助の適正化と

不正受給の防止に努めます。 

2 

生活困窮者への支援 生活困窮者自立支援制度の推進 

・生活困窮者の経済的な自立については、

個々の状況に合わせた自立支援が必要で

す。 

・生活困窮者自立支援法に基づく包括的な支援の

実施に努めます。 

3 

生活困窮者等の把握 各種制度の周知と早期支援の実施 

・潜在的な生活困窮世帯の捕捉を行うた

め、各種制度の周知を図るとともに、関係

機関等との連絡体制の整備が必要です。 

・困窮時に利用することのできる制度の周知を含

めた相談体制の連携強化に努めます。また、関係機

関等との連携を図り、生活困窮者の早期把握に努

めます。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 生活保護から自立した世帯数 2７世帯 2３世帯 

２ 就労支援による就労者数 ４人 ５人 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市地域福祉計画・地域福祉活動計画 20２３年４月～202８年３月 
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3-4 障がいのある人への福祉の充実 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

質の高い障害福祉サービスの提供体制が確保され、障がいのある方が適性や能力に応じて地域社会

の一員として活躍し、自分らしく、安心して暮らせるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

障がい児の障害福祉サービスの利用

増 

障がい者の相談支援や障害福祉サービス

の提供体制の整備 

・相談を必要としている障がい児の相談支援

体制が不十分であり、障がい児サービスを提

供する事業所も不足しているため、障がい児

のためのサービスの充実が必要です。 

 

・障がい者相談支援と障がい者サービス事業所の

充実を図ります。 

・基幹相談支援センター機能を強化し、相談支援

事業所のフォローを行います。 

・地域生活支援拠点等の整備により、効果的な相

談支援体制と障害福祉サービスの提供体制を整

えます。 

・日常生活用具給付事業、移動支援事業を実施

し、障がい者の社会参加と自立更生を促します。 

2 

相談支援や障害福祉サービスの提供

体制 

・障害福祉サービスの利用計画をつくる特定

相談事業所が少ないため、サービスを利用

する障がい者が相談支援を十分に受けられ

ない状態です。 

・相談支援事業所のフォローやスキルアップ

を行う体制も不十分です。 

・東備地域内で必要なサービスを受けること

ができるような体制の構築が必要です。 

 

3 

地域移行への対応 地域移行支援の充実 

・障がい者が住み慣れた地域で再び生活が

できるよう、入所施設から地域生活への移

行に対応する支援（住宅の確保、新生活のた

めの準備など）の充実が必要です。 

・障がい者が地域の中で自立した生活を営むこと

ができるように、グループホーム等の整備を事業

所等に働きかけます。 

・住宅入居等支援を行い、施設入所者の地域生活

への移行を促進します。 

4 

差別の解消や権利擁護の推進 差別の解消や権利擁護の普及啓発 

・障がいを理由とする差別を解消するための

周知が不十分であり、成年後見制度の普及

啓発と障がい者の権利擁護の推進が必要で

す。 

・障害者差別解消法に基づく障がいを理由とした

差別の解消のための啓発を行います。 

・成年後見制度の普及啓発と障がい者の権利擁

護の推進を行います。 
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5 

雇用の確保と就労支援体制 雇用の確保と就労支援体制の充実 

・障がい者が働く場所が少なく、就労訓練の

ための就労支援体制の整備も必要です。 

・就労移行支援事業の利用者を増やし、障がい者

の就労訓練の支援と一般就労への移行を促進し

ます。 

・東備地域自立支援協議会において、就労支援事

業所の工賃アップの方策について協議を行いま

す。 

・東備地域自立支援協議会において、企業等に障

がい者雇用の普及啓発を行います。 

 

■ 施策の目標達成指標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

 

用語 説明 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護する

ための制度。援助者を設定し、援助者は本人の状態に応じ、契約などを代理で行

うことが可能となる。 

就労継続支援 

（A 型・B型） 

障がい者が就労するための訓練を行う事業所。障がい福祉サービスの類型のひと

つ。 

基幹相談支援センタ

ー 

地域における相談支援の中核的な役割を持つ機関で、総合的・専門的な相談支援

や困難事例への対応、一般・特定相談事業所への技術的な支援業務を行う。 

 

  

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 放課後等デイサービス利用者数 12７人 15０人 

２ 相談実利用者数 39７人 ４５０人 

３ 施設入所等からの地域移行者数 １人 ３人 

４ 成年後見制度利用支援事業利用者数 ６人 ６人 

５ 就労継続支援（A型・B型）利用者数 20５人 ２００人 

計画名 計画期間 

第４期備前市障がい者計画 20２４年４月～20３０年３月 

第７期備前市障がい福祉計画 202４年４月～202７年３月 

第３期備前市障がい児福祉計画 202４年４月～202７年３月 

備前市地域福祉計画・地域福祉活動計画 20２３年４月～202８年３月 
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3-5 高齢者への福祉の充実 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

高齢者が地域の一員として社会とのつながりを感じながら、健康で意欲的な生活を送れています。ま

た、支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、住まい・医療・介

護・予防・生活支援が包括的に受けられる体制が整い、安心して暮らせるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

安定的な介護サービス提供体制の構

築 

介護保険サービスの充実と円滑な運営 

・高齢者が介護を必要とする状態となって

も、住み慣れた地域で暮らせるよう介護サ

ービスの確保と充実が必要です。 

・持続可能な制度運営を構築するため、介

護給付の適正化が必要です。 

・介護が必要な高齢者に対し、地域における既存施

設の状況を十分踏まえながら、介護サービスの確

保・充実に努めます。 

・介護給付の適正化や事業所への適正な指導監督

を行い、サービスの質の向上に努めます。 

 

2 

介護、福祉分野で働く人材の不足 介護・福祉分野で働く人材の確保 

・必要なサービスの提供を確保するため、

様々な機関と連携しながら介護に関わる

人材の創出や定着促進にむけた支援が必

要です。 

・必要な介護サービスの提供を確保するため、国や

県と連携し、就労促進に取組みます。 

・介護職員ができるだけ離職せずに働き続けるこ

とができるよう、人材の定着促進に向けた研修会

等の情報提供を行います。 

 

3 

権利擁護の推進 成年後見制度の利用促進と支援体制の充実 

・認知症になっても自分らしく暮らし続けら

れるよう、相談窓口や成年後見制度の普及

啓発及び担い手育成が必要です。 

・判断能力や意思能力が十分でない方を支援し、権

利を守るための制度である「成年後見制度」の普及

啓発を行います。 

・後見人等の担い手の育成を行います。 

 

4 

認知症高齢者に対する支援の周知が

不十分 

認知症高齢者に対する支援の充実 

・認知症になっても自分らしく暮らし続けら

れるよう、相談窓口の周知を図り、早期発

見・早期対応による支援の充実が必要で

す。 

・認知症になっても自分らしく暮らし続けられるよ

う、相談体制の充実や、認知症に対する理解が地域

全体に広まるよう「共生」の基盤づくり、「予防」の

取組を推進します。 
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5 

在宅医療・介護連携の推進 在宅医療・介護連携の推進と普及啓発 

・人生の最終段階において、自分が望む医

療やケアが受けられるよう、ACP(アドバン

スケアプランニング）を普及啓発し、理解の

深化が必要です。 

・医療と介護の切れ目ないサービス提供に向けて、

在宅療養を推進します。 

・ACP（アドバンスケアプランニング）について市民

や医療・介護関係者等の理解を深めるために普及

啓発を行います。 

 

6 

介護予防活動の推進 社会参加の促進と介護予防の推進 

・高齢者が自ら介護予防（フレイル対策）に

取り組むための意識の醸成と、地域全体で

介護予防に取り組む体制の整備が必要で

す。 

 

・高齢者が役割を持って地域で活動に参加してい

くことを通して、自ら介護予防に取り組むための意

識を醸成します。 

・就労支援の場のシルバー人材センターや、地域活

動を行う老人クラブの活動を周知します。 

・高齢者のニーズを各種団体と共有し、ニーズに合

わせた活動内容となるよう支援します。 

・フレイル対策のために住民主体の「通いの場」の

活動を支援します。 

・運営の担い手の養成など、地域での支えあい活動

を支援します。 

 

7 

地域活動への参加促進 

・少子高齢化により地域活動の担い手とし

て、高齢者の地域活動や就労などの社会参

加が不可欠です。高齢者が活動しやすい受

け皿の充実が必要です。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

３ 市民後見人の登録者数 1４人 1９人 

４ チームオレンジの箇所数 １箇所 ５箇所 

５ 
ACP（アドバンスケアプランニング：人生会議）研修

会の受講者数 
１０８人 １５０人 

６ 住民主体の「通いの場」への参加率（月 1回以上） １３.５％ １７.３％ 

６・７ 地域活動への参加率 ７.２％ ９.６％ 
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■ 関連する個別分野計画 

 

用語 説明 

フレイル 
加齢により心身の活力が低下しているが、適切な支援により生活機能の維持

向上が可能な状態。健康状態と介護状態の中間の状態。 

ACP（アドバンス・ケア・ 

プランニング） 

人生の最終段階における医療やケアについて、家族やケアチームで話し合う取

組。 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護

するための制度。援助者を設定し、援助者は本人の状態に応じ、契約などを代

理で行うことが可能となる。 

チームオレンジ 

認知症の方やその家族、認知症サポーター等がチームを作り、困りごとの相談

や社会参加を支援するなど、チーム員がともに活動し、具体的な支援につなげ

る地域の仕組みのこと（厚労省の推奨） 

通いの場 
住民が主体となり、介護予防や生きがいづくりなどを目的とした活動を行う

場（各地の公民館、集会所などで健康体操やサロン活動など） 

 

 

  

計画名 計画期間 

備前市高齢者保健福祉計画・備前市第９期介護保険事業計画 202４年４月～202７年３月 

備前市地域福祉計画・地域福祉活動計画 20２３年４月～202８年３月 

第３次健康びぜん21・食育推進計画 20２５年４月～20３６年３月 
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3-6 地域に密着した医療サービスの提供 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

地域住民が安心して介護・保険・予防等と連携した良質な医療を受けられることができ、住み慣れた地

域で自分らしい日常生活を送ることができるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

経営状況と今後の方向性の検討 経営状況と今後の方向性の検討 

・病院事業の経営状況の現状と今後の見

通し、それに基づいた今後の方向性の検

討が必要です。 

・診療報酬改定の内容を踏まえながら、経営を最適

化するために必要な機能の選択や人員の配置等、多

角的な分析を行い、地域に必要な医療を提供するた

めの体制を持続できる方向を検討します。 

2 

医師不足、人材不足 人材の確保 

・備前市における人口当たり医師数は、県

全体の半分以下で、他の職種も比較的少

ない傾向にあり、地域医療を確保するた

めの対策が必要です。 

・医師については、関係大学や病院への派遣依頼を

重ねるとともに、医師の人脈や人材紹介業者の活

用、研修医の積極的な受け入れ、離職防止のための

処遇改善、地域医療を守る使命感が持てるような施

策の推進、かかりつけ医の推進、上手な医療のかか

り方の啓蒙、働き方改革等、多面的に取り組みます。 

3 

患者数の減少による経営不安 医療体制の充実と地域連携の推進 

・人口減少に伴って外来患者数は減少傾

向にあり、入院患者数も減少が見込まれ

るため経営安定の対策が必要です。 

・常勤医師不在となっている診療科の医師の確保や

利用者の増加を図ります。 

・地域の診療所や介護施設、高次医療機関等と連携

し、外来、入院、退院の連携を円滑に行います。 

4 

在宅医療への取り組み 在宅医療提供の推進 

・地域包括ケア推進の観点から、全国的に

在宅医療の件数が増加しています。人材

不足の課題はありますが継続した取り組

みが必要です。 

・往診や訪問診療ができるよう、医師数や看護師数

の確保を目指すとともに、ＩＣＴの活用により、将来

的に遠隔医療等が行えるような基盤づくりを目指し

ます。 

5 

救急医療体制の整備 救急医療体制の整備 

・地域住民が安心して健康な生活を送る

ためには、必要な時に適切な医療を受け

られることが基本となります。 

・休日夜間の救急医療体制の充実が必要

です。 

・３病院の技師間で、人事交流や互いの施設での研

修を重ね、検査方法や機械の操作等を習熟できる体

制を整備します。 

・総合診療を担える医師の養成に努め、幅広い疾患

を診療できる体制を整備します。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

 

用語 説明 

ICT 
Information and Communication Technology の略称。 

情報通信に関する技術一般の総称で、従来使われてきた「IT」に代わる表現。 

往診 通院できない患者の要請を受け、医師が診療に行く臨時的な手段。 

訪問診療 在宅療養中の患者のもとに、計画的に医師が訪問し、診療を行うもの。 

 

 

  

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 経常収支比率（経常収益／経常費用）×100 ９６.1％ １００％ 

２ 
医師対標準率（医師実績数／医師標準数×1.1）×

100 
９７.5％ １０0％ 

３ 病床利用率 70.７％ ７９.0％ 

４ 療養ベッド利用率 ９１.1％ ９３.0％ 

５ 救急応需率 73.9％ 77.0％ 

計画名 計画期間 

備前市病院事業経営強化プラン 20２４年４月～202７年３月 

備前市市立病院ビジョン2035 202１年４月～203５年３月 
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政策4.地域の活力を生む産業を振興させるまち（産業経済・都市計画） 

政策の目標 

地域資源を最大限に活用し、持続可能で活力ある産業基盤を構築します。デジタル田園都市国家構

想総合戦略と連動した産業振興施策により雇用創出を図り、効率的で持続可能な農林水産業を推進し

ます。備前焼や旧閑谷学校等の地域資源を活かした体験型観光の充実により交流人口を拡大し、立地

適正化計画に基づくコンパクトシティ形成を進めます。空き家バンクや移住促進施策により定住人口を

確保し、優良な住環境整備と都市機能集約により、誰もが住み続けたいと思える持続可能なまちの実

現を目指します。 

 

政策の現状と課題 

「新しい資本主義実行計画２０２４」により、成長と分配の好循環実現が重視され、デジタル田園都市

国家構想交付金を通じた地方産業振興が推進されています。経済産業省の「スタートアップ育成５か年

計画」では、地方におけるイノベーション創出と起業家育成が重点化されています。観光分野では「第４

次観光立国推進基本計画」で持続可能な観光・消費拡大・地方誘客促進の３つの重点政策が掲げられ

る中、２０２５年大阪・関西万博を契機とした訪日客増加と地方への波及効果の取り込みへの対応が求

められています。 

都市計画分野では、２０２４年の都市緑地化法等改正により「まちづくり GX」が推進され、脱炭素化

とコンパクトシティ形成の両立が重要な課題となっています。岡山県では、「第３期おかやま創生戦略」

に基づき、産業振興と人口減少対策が一体的に推進され、県内就職率向上や観光産業活性化に重点が

置かれています。 

【備前市の現状と課題】 

産業振興分野では、ハローワーク備前管内就職人数の増加と企業誘致推進が重要ですが、誘致件数

は減少傾向にあります。創業支援では商工団体等と連携した体制強化により新規創業者数の増加を目

指していますが、空き店舗活用数の拡大が課題です。 

農林水産業分野では、地域農業の維持・発展のため、農地の集積・集約化による効率的な農業経営

の推進、耕作放棄地の解消が重要です。また、有害鳥獣による農作物被害額の低減、森林機能の発揮

に向けた森林整備面積の拡大、漁業者の経営安定のため、漁業者一人当たり水揚高向上等の目標達成

が求められています。特に高齢化による担い手不足と海洋環境悪化、水産資源の減少への対応が喫緊

の課題です。 

観光分野では、備前焼や旧閑谷学校をはじめとする地域資源を活用した周遊型・体験型観光の充実

により、新型コロナウイルス感染症の影響で８８万人から６２万人に減少した観光客入込数の大幅増加

を目指しています。外国人旅行者数も増加の傾向にあり、多言語対応や無料 WiFi・キャッシュレス化な
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どの受入環境整備の強化が急務となっています。観光ボランティアガイドの育成・充実と SNS・動画等

の戦略的発信とともに関連団体との連携により、滞在型・周遊型観光への転換が重要な課題です。 

都市・住環境分野では、立地適正化計画に基づくコンパクトシティ形成が重要で、市道浦伊部線の完

全整備と都市公園の適正管理が必要です。 

移住・定住促進分野では、空き家バンク成約数の大幅な増加と東京・大阪圏からの転入者拡大を目

標としていますが、優良な空き家確保と移住者の地域定着支援が必要です。 

住環境整備では、危険空き家除却の推進と公共賃貸住宅入居率改善が求められています。 

これらの課題解決には、デジタル技術活用等による生産性向上や地域資源のブランド化、持続可能

な観光地域づくり、コンパクトな都市構造への転換が不可欠であり、官民連携による総合的な取組が

必要です。 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜市の政策推進において特に重要な課題＞ 

 雇用創出と企業誘致の推進：安定した雇用の場確保と新規企業の立地促進 

 担い手不足への対応：農林水産業・海運業における後継者育成と新規参入支援 

 地域資源の総合的活用と広域観光連携：備前焼・旧閑谷学校等を活用した観光・産業振興 

 空き家・空き店舗の活用促進：創業支援と移住促進のための拠点整備 

 デジタル技術の活用：鳥獣害対策・観光DX・情報発信力強化 

 コンパクトシティの実現：立地適正化計画に基づく都市機能集約 

 移住者の地域定着支援：移住後のコミュニティ形成と生活支援 

 

目標（KPI） 

 

分野 指標名 基準値（２０２５） 目標値（２０２９） 

雇用・産業 ハローワーク備前管内就職人数 ３４４人 ３９０人 

創業支援 新規創業者数 ８人 １１人 

農業 農地貸付面積（累計） 173.9ha 195.5ha 

観光 市内観光客入込数 6２万人 8０万人 

都市計画 

「「都市計画マスタープラン」や「立地適正化

計画」の将来像に向けて、拠点の形成と交

通ネットワークの充実が進められている」と

回答した市民の割合 

6.0% ８.０％ 

移住 空き家情報バンク登録物件数 7１件 10０件 

住宅 
空き家除却件数（老朽度・危険度ランク D・

E） 
1０件 3０件 
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施策一覧 
 

施策名 担当部局 担当課 

商工業・海運業の振興 産業観光部 産業振興課 

魅力ある農林水産業の推進 産業観光部 産業振興課 

魅力ある資源を活かした観光の推進 産業観光部 
観光シティプロモ

ーション課 

秩序ある土地利用と良好な市街地（都市施設）の形成 建設部 都市計画課 

移住・定住の促進 建設部 都市計画課 

住宅の供給と安心できる住環境の整備 建設部 都市計画課 

 

みんなで進めるまちづくり 

 市民一人ひとりができること 

 地元企業の商品・サービスを積極的に利用し地域経済を支える 

 地産地消を心がけ、地元農林水産物を積極的に購入する 

 地域の歴史や文化について学び、来訪者に案内・紹介する 

 空き家や空き地の適正管理を行い、良好な景観を維持する 

 SNSで魅力を日常的に発信し地域資源の価値や隠れた魅力を県外・国外へ伝える 

 地域等みんなでできること 

 商工会議所・商工会・農協・漁協と連携した地域産業振興活動の実施 

 地域資源を活用した体験プログラムの企画・運営 

 空き家バンクへの物件登録と活用可能な物件の発掘 

 立地適正化計画の理解促進と合意形成活動 

 景観保全と美しいまちなみづくりの推進 

 地域イベントでのおもてなしを通じて来訪者との交流を深めリピーターや口コミにより誘客を

図る 

これらの取組により、行政、事業者、市民、地域が一体となって産業振興と持続可能なまちづくりを推

進し、「地域の活力を生む産業を振興させるまち」の実現を目指します。 
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4-1 商工業・海運業の振興 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

各種団体が連携し、商工業の活性化に取り組むことで、安定的な経済活動を実現し、新たな雇用とにぎ

わいが創出されることが期待されています。企業の新規立地や市内企業の再投資が活発に行われること

により新たな雇用が生まれ、既存企業への就労周知を継続しながら担い手不足解消にも取り組みます。

空き家や空き店舗を活用した新規創業者が増加することにより、多種多様な雇用の場が生まれ、また、事

業承継支援等により次世代へ技術やサービスが引き継がれていくまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 課 題 取 組 

1 

雇用の創出（雇用の場の確保） 雇用の創出（雇用の場の確保）の推進 

・企業誘致及び既存企業が承継されることで、

雇用の場の確保が必要です。 

・柔軟な働き方や希望する職種へ就業できる多

種多様な雇用の場の確保が必要です。 

・大規模な製造業の誘致が理想的ではあるが、

本市の流通拠点としてのメリットも活かすこと

も必要です。 

・企業誘致に関する情報や既存企業の現状を

把握するために企業訪問活動を継続実施しま

す。 

・企業用地確保のための造成事業を継続実施

するとともに、新たな事業への調査検討に努

めます。 

２ 

創業支援体制の充実 創業支援の推進 

・商工会議所や商工会と連携した相談窓口の設

置や創業塾の共同開催、創業奨励金等の充実に

より創業を考えている人や創業して間もない人

の支援が必要です。 

・商工会議所や商工会と連携した相談体制や

相談窓口の確保に努めます。 

・創業塾を継続実施し、創業を考えている人や

創業して間もない人を支援します。 

・市内の新規創業者へ奨励金を交付し新規創

業者の経営を支援します。 

・空き家や空き店舗等の活用を伴う新規創業

支援により地域経済の活性化を推進します。 

３ 

人材育成と労働力の確保 人材育成と労働力の確保の推進 

・海運業の担い手不足解消のため、後継者の育

成が必要です。（海運業への就労促進） 

・技術やサービス、雇用の喪失等を防ぎ、技術や

サービスを次世代に引き継ぐため、事業承継の

取組みが必要です。 

・就職面接会や企業説明会への継続参加によ

る市内企業への就労促進（海運業への就職促

進のための周知を含む）を図ります。 

・事業承継支援補助金を交付することにより、

設備の改修等にためらう事業者を後押しする

ことで、円滑な事業承継を推進します。 

４ 

事業継続のための資金の確保 融資及び保証の斡旋を推進 

・市内で事業を営んでいる商工業者が事業を継

続するため、運転資金及び設備資金の確保が必

要です。 

・市が利子及び保証料を補助し、市内商工業者

が有利な条件で融資を受けられるよう支援し

ます。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ ハローワーク備前管内における就職人数 34４人 39０人 

１ 企業誘致件数 ２件 １件 

２ 新規創業者数 ８人 1１人 

２ 空き店舗活用数 １件 ３件 

３ 事業承継支援件数 ０件 １件 

４ 市商工振興融資斡旋申込件数 3６件 4０件 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市創業支援等事業計画 20２４年４月～202７年３月 

 

用語 説明 

創業塾 
創業を考えている人や創業して間もない人が経営の基礎や会計知識などを学べ
る講座。 
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4-2 魅力ある農林水産業の推進 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

担い手の確保・育成に取り組むとともに農地の集積・集約化や地域での共同活動の推進、森林及び海

域での取組等を通して、効率的で持続可能な農林水産業を実現することで、豊かな里海・里山を守り活か

すことができるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

農地の集積・集約化 地域計画のブラッシュアップ 

・担い手への農地の集積や農地の集

約による効率的な農業経営を推進

し、地域農業を維持・発展させる必要

があります。 

・定期的な地域計画の見直しにより、地域農業において

中心的な役割を果たす農業者や将来のあり方を明確化

し、農地の集積・集約化を図ります。 

2 

担い手の確保と育成 認定新規就農者、認定農業者の確保・育成 

・農業者の高齢化や後継者不足によ

り、担い手の減少が加速するなか、

新規就農者の確保・育成や中心経営

体の明確化が必要です。 

・就農対策制度の周知を図るとともに、市の認定を受け

た認定新規就農者に対して、早期の経営安定に向けた

支援を実施します。 

・認定農業者制度の周知を図るとともに、認定を受けた

農業者に対して重点的に支援措置を講じます。 

・地域計画に基づき、新規就農者の農地を確保します。 

3 

鳥獣害対策の取組推進 鳥獣被害対策の取組推進 

・猟友会員の高齢化が進み、また入

会者が減少傾向のため、新たな会員

の確保・育成が必要です。 

・効率的な捕獲活動や、鳥獣被害防

止柵設置による自衛の推進が必要で

す。 

・集落において、防護柵の共同設置による効果的な取組

みを推進するほか、個人設置についても支援すること

で、被害防止を図ります。 

・有害鳥獣の捕獲体制の見直しや、新規猟友会員へのサ

ポート体制の充実等により、有害鳥獣駆除に従事する

担い手の確保・育成を図ります。 

4 

耕作放棄地の増加 農地の活用と維持管理 

・農業従事者の高齢化のほか、所有

者不明の農地や不在村農地により耕

作放棄地が進んでいます。 

・遊休農地調査と利用意向調査を通

じて、担い手への貸付の促進が必要

です。 

・担い手の農業経営の規模拡大を支援し、農地の集約化

を促進します。 

・多様な担い手の農業活動を支援し、農地の持続的利用

を図ります。 

・地域の共同活動に係る支援を実施し、農地の維持・管

理を推進します。 

・市所有の高機能草刈機等を有効活用し、農地の維持・

管理を推進します。 
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5 

森林等の整備 森林等の整備促進 

・適切な間伐や植栽等の森林施業が

十分に行われていない森林が多く、

水源かん養や土砂災害防止等の森

林機能の発揮に向けた計画的な整

備が必要です。 

・森林経営管理制度に基づき、森林所有者へ森林整備

に対する意向（自己管理か市へ任せる等）を確認し、整

備・管理を進めます。 

・担い手への森林の集約化を図ります。 

・アカマツ林の再生に取組み、伝統産業の備前焼の焼成

燃料の確保と資源の循環を図ります。 

6 

海洋環境の悪化と水産資源の

減少 

海域環境の改善と水産資源の回復 

・水産生物の良好な生育環境を形成

するため、藻場の保全・再生、海ごみ

回収等による海域環境の改善が必

要です。 

・水産資源の増大を図るため、種苗

生産・放流等の資源管理型漁業の取

組の推進が必要です。 

・アマモ場については近年回復傾向にあります。漁業者

等が中心に実施する保全活動を継続し、消費者や学生

等の参加を促しつつ、アマモ場の保全と環境意識の醸

成を図ります。 

・海域環境に悪影響を与える他、漁業操業に支障をきた

す海ごみ回収等の取組を進め、また海ごみ発生抑制に

向けた啓発活動を推進します。 

・水産資源の増大を図るため、種苗生産・放流等の栽培

漁業及び漁獲管理措置等の資源管理型漁業を引き続き

推進します。 

7 

海への関心の希薄化 里海づくりを基軸としたまちづくりの推進 

・海洋教育・体験を通して世代と地域

を超えて里海の伝統・文化・自然の

大切さを共有する必要があります。 

・豊かな海を未来へ引き継ぐため、海洋教育及び体験活

動の機会を創出し、海への関心を高めます。 

・里海と里山、まちを一体的に捉えたまちづくりを推進

します。 

８ 

担い手の減少と経営難 漁業の担い手支援 

・漁業作業の効率化等に資する漁

船・漁具等の取得や共同利用施設等

の整備等を支援する必要がありま

す。 

・漁業作業の効率化等に資する漁船・漁具等の取得や共

同利用施設等の整備、港湾・漁港の機能充実により、生

産性の向上と経営の効率化を図ります。 

 

■ 施策の目標達成指標 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 農地の貸付面積（累計） 173.9ha 195.5ha 

２・８ 農林漁業における新規就業者 ２人 ２人 

３ 農作物被害額 33４万円 ２８０万円 

４ 耕作放棄地面積 495ha 415ha 

５ 森林の整備面積（市受託森林分の間伐施業した面積） ― 5ha 

６・７ アマモ場保全活動への参加者 7９７人 ９0０人 
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６・７ 
「この 1 年間に、海洋環境に関心を持ち行動したこと

がある」と回答した市民の割合 
6.2% 10.0% 

８ 
漁業者一人あたりの水揚高 

（カキ養殖者＋漁船漁業者） 
１８百万円 ２０百万円 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前農業振興地域整備計画 201０年５月～ 

備前市鳥獣被害防止計画 202３年４月～202６年３月 

農業経営基盤の強化促進に関する基本的構想 20２２年４月～202９年３月 

備前市森林整備計画 20２３年４月～20３３年３月 

浜の活力再生プラン 20２４年４月～20２９年３月 

備前市担い手確保計画 20２１年４月～20２６年３月 

地域計画（市内 15地区） 202５年３月～203１年３月 

 

用語 説明 

農地の集積・集約化 

農地の「集積」とは、農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地

面積を拡大すること。 

農地の「集約化」とは、農地の利用権を交換すること等により、農作業を効率的

に行えるようにすること。 

地域計画 

地域農業を維持するために、誰が、どこの農地を活用していくのか、これから先

の地域の農業の姿を農業者や地域の方の話し合いにより策定する将来の設計

図のこと。 

中心経営体 
地域農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者（認定農業

者、認定新規就農者、集落営農組織、農業法人など）のこと。 

不在村農地 農地所有者がその農地の所在する村（地域）に居住していない農地のこと。 

水源かん養 
土壌が降水を貯留し、ゆっくりと時間をかけてきれいな水を川へ流すことで、水

資源の確保や水質浄化、洪水の緩和する機能のこと。 

森林経営管理制度 

手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の

委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者へ再委託するととも

に、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理する制度のこと。 

資源管理型漁業 
漁獲量や期間の管理等により水産資源を適切に管理し、持続的に利用していく

ための取組のこと。 

アマモ場 
海草のアマモ類が主体の藻場であり、生物のすみかや隠れ場となるほか、光合

成による二酸化炭素の吸収と酸素の供給などの役目を果たす。 

栽培漁業 
卵から稚魚になるまでを人間が育てた後、海に放流し、自然界で成長したものを

漁獲する。 

里海づくり 
海と陸域を一体的に捉え、生物生産性や生物多様性、人々の暮らしを豊かにす

る活動のこと。 
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4-3 魅力ある資源を活かした観光の推進 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

３つの日本遺産(備前焼、旧閑谷学校、北前船)を柱とした多様な観光資源を活かし、観光プログラムの

開発やインバウンド向けに多言語対応の推進により、国内外からの誘客促進を目指します。併せて地域資

源の戦略的発信を通じて、地域内での経済循環を促進し、持続可能な観光のまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 

 課 題 取 組 

1 

旅行者の受入環境の整備 旅行者の受入環境の整備・充実 

・旅行者が効率よく観光できるよう、交通

利便性の向上を推進する必要があります。 

・観光客満足度調査では再来訪率が低い状

況です。 

・観光施設(駐車場含む)や案内看板などの

ハード面の整備が必要です。 

・おもてなし体制などソフト面の充実が必

要です。 

・観光案内看板の多言語化・デジタル化を推進しま

す。 

・観光施設のバリアフリー化・Wi-Fi 環境整備を推

進します。 

・観光ボランティアガイドの育成・拡充を図ります。 

・キャッシュレス決済導入支援を推進します。 

・観光施設を巡る移動手段の整備を推進します。 

2 

日本遺産の有効活用 周遊型、体験型観光コンテンツの造成 

・３つの日本遺産が点在しており、周遊する

仕組みが必要です。 

・通過型観光から滞在型観光へのシフトが

必要です。 

・長時間楽しめる観光コンテンツが不足し

ています。 

・３つの日本遺産を結ぶ周遊ルートの開発を推進し

ます。 

・３つの日本遺産を活用した広域観光連携の強化

を図ります。 

・多様なニーズに対応した体験型プログラムの開発

を推進します。 

・伝統文化を活用した学習型観光を推進します。 

3 

効果的な観光PR 効果的な情報発信の工夫と強化 

・認知度の向上が課題です。 

・ターゲットを絞った戦略的なPRが必要で

す。 

・マーケティングデータの効果的な活用が

必要です。 

・観光、飲食、宿泊など各施設の情報を効

率的に得られる地域サイトの構築が必要で

す 

・ターゲット別（年代・居住地・興味関心）のデジタル

マーケティングを展開します。 

・SNS・動画等の戦略的発信と、観光ポータルサイ

トの整備、活用します。 

・県、商工会議所、観光協会等の関連団体と連携し

たPR活動を推進します。 

・飲食等情報発信のためのマップを作成します。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１・３ 市内観光客の入込客数 6２万人 ８０万人 

１・３ 備前市を訪れた外国人の旅行者数 2,80０人 ４,６００人 

２ 市内観光地を周遊した旅行者の割合 ― 50％ 
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4-4 秩序ある土地利用と良好な市街地（都市施設）の形成 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

持続可能なまちづくりのため、総合的な土地利用の誘導や都市基盤の整備により、自然環境や地域の

歴史、文化と調和した、健康で文化的な生活空間の形成を目指します。また、防災機能が強化され、余暇

を過ごす憩いの場が確保されたまちで、市民は、快適で安心・安全な生活が送れるまちの実現を目指し

ます。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

土地区画整理事業廃止後の計画の実

現 

土地の有効利活用の促進 

・「まちづくり基本構想」に基づいた「骨格道

路」の整備が必要です。 

・宅地や企業用地などに向けた土地利用計

画の推進が必要です。 

・立地適正化計画での都市機能誘導区域を推進し

ます。 

・骨格道路の整備、宅地分譲の整備、企業誘致など

土地利用計画を推進します。 

2 

都市公園及び緑地公園の整備 都市公園及び公園緑地の整備 

・老朽化している都市公園施設の長寿命化

を図りつつ、新たに市民が憩える身近な公

園緑地の整備が必要です。 

・新たな公園整備のための候補地の選定 

・使用されなくなった公園の集約 

3 

立地適正化計画の実現 立地適正化計画の実現 

・公共施設や日常利便施設などの集約立地

を図り、各拠点を公共交通等で結ぶ、コン

パクトシティ・プラス・ネットワークによる持

続可能な地域社会の形成を目指します。 

・市民と行政が協力して持続可能なまちづくりを行

うための啓蒙活動を進めます。 

・全庁一体で取り組む持続可能なまちづくりの実現

に向けて、都市構造再編・集中支援事業など国の支

援措置を活用しながら、コンパクトで機能的な都市

の実現を目指します。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 
「暮らしている地域では、自慢できる都市景観がある」

と回答した市民の割合 
17.5% 20.0％ 

２ 市民一人あたりの都市公園面積 ９.０㎡ １０.0㎡ 

３ 

「「都市計画マスタープラン」や「立地適正化計画」の将

来像に向けて、拠点の形成と交通ネットワークの充実

が進められている」と回答した市民の割合 

6.0% ８.0％ 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市都市計画マスタープラン 20２２年２月～２０３０年４月 

備前市立地適正化計画 202２年４月～２０４０年４月 

 

用語 説明 

立地適正化計画 
人口減少時代でも安心して暮らせるよう、住宅と生活施設など機能を

集約したまちづくり計画。 

都市公園 
都市計画法に基づき地方公共団体や国により設置される公園又は緑

地。 

コンパクトシティ・プラス・ネッ

トワーク 

住宅や商業施設、医療・福祉等の生活サービス施設がまとまって立地

し、住民が公共交通や徒歩などにより、これらの施設に容易にアクセス

できるまちづくりの方向性。 

長寿命化 
施設の汚れや傷み、設備の不具合などを直し施設の耐久性を高め、もっ

と長く施設を使い続けること。 
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4-5 移住・定住の促進 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

子育てしやすい環境や各種補助制度・支援制度をSNSやHP等を通してPRし、子育てを考えている

若年世帯や新規創業やテレワーク等による多様な働き方での移住者が増えています。また、移住者間の

交流や地域住民との交流を通して住み続けたいと思える安心安全な暮らしができるまちの実現を目指し

ます。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

使える空き家が不足 使える空き家の活用 

・市内に空き家が多数あるが（岡山県内3

番目）優良物件が少なく、住みたいと思う

空き家が少ない状況です。 

・空き家情報バンク登録制度を周知し、登録物件数

の増加に向けて取り組みます。 

・リフォームすれば使用可能な空き家を移住希望者

に提供する等、空き家活用を積極的に支援します。 

2 

他市・大都市への人口流出 大都市圏からのUI ターン者への支援 

・若者は、進学、就職のタイミングで転出

しているため、市内での雇用を創出する

とともに大都市圏からの UI ターンの推

進が必要です。 

・大都市圏からのUIターン者による就職や起業を促

進するため、就業と移住定住を合わせた支援や施設

改修費の補助を行います。 

 

3 

移住定住の後押しとなる補助制度 住宅購入・家賃補助等の支援 

・「住宅リフォーム補助金」や「若年者新築

住宅補助」などは、移住者向けや定住者

向けの制度であり、一定の効果が期待で

きることから、継続性のある制度設計を

行う必要があります。 

移住定住を促進するため経済的な支援を行います。 

・新築、空き家物件を購入の際の補助金 

・結婚新生活の支援 

・移住定住者向け住宅改修の補助 

・空き家の片付け補助 

4 

情報発信不足、移住者間の交流不足 移住者向け情報発信 

・移住に関するホームページ等の情報が

不足し、移住希望者に広く行き届いてい

ないことが課題です。 

・移住者同士の交流の機会が無く、孤独

感があるため、移住者向けコミュニティの

醸成とともに、地域全体の一員として活

躍できる環境づくりが必要です。 

・移住者向け専用サイトの開設、更新 

・先輩移住者の声など動画でPR 

・移住者交流会開催によるコミュニティの醸成 

・移住マッチングWEBの参加、オンライン相談 

・段階的なアプローチにより移住者の孤独感を解消

しながら地域コミュニティとの良好な関係を築くこと

ができる支援を行います。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 空き家情報バンク登録物件数 ７１件 １００件 

２ 東京・大阪大都市圏からの転入者数 ９５人 1３０人 

３ 移住人数（補助制度を利用した移住世帯人数から） ３５人 ５０人 

４ 移住相談件数 1８６件 ２４０件 

 

用語 説明 

UI ターン 

U ターン：生まれ育った地方から一度都会に住み、再び故郷に戻ること。 

I ターン：生まれ育った都会から、地方に移住すること。 

※J ターンは、古郷近くの中規模都市で働くこと。備前市に住むことへの選択動

機の弱さや経済合理性の欠如またはキャリア継続の困難さなどから推進施策と

しては不適切である。 

空き家情報バンク 
市内にある空き家情報を登録し、本市に住んでみたいという利用希望者に物件

情報を提供するシステム。 

テレワーク 
ＩＣＴを活用し、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働く形態。リモートワークと

同義。 
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4-6 住宅の供給と安心できる住環境の整備 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

安全・安心で快適な住環境が整備されたことで、若者夫婦世帯等の定住化が進み、地域の人々は明る

く充実した活気のある豊かな暮らしのできるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

老朽・危険空き家の点在化 危険空き家の除却 

・使える空き家と老朽空き家が点在し、景

観や環境が悪化しているため、老朽・危険

空き家の除却の推進が必要です。 

・危険空き家は空き家除却支援補助により除去を進

めます。 

2 

安価な優良宅地の創出 新たな優良宅地の創出 

・適当な住宅用地が少なく、若者が市外へ

転出するため、安価で優良な宅地提供が

必要です。 

・新たな優良住宅の創出や民間企業等と連携し安価

な住宅の提供ができるよう、宅地造成事業等を推進

します。 

3 

特定公共賃貸住宅の入居率 特定公共賃貸住宅の入居率向上 

・社会・経済情勢変化等により、入居者募

集をしても応募がなく、部屋によっては

改修が必要です。 

・特定公共賃貸住宅から市営住宅への用途変更 

・住宅使用料の見直しや間取り等の改修を行うなど

利便性の良い公営住宅とすることで入居率を向上さ

せます。 

4 

公営住宅の老朽化 老朽化した公営住宅の用途廃止（除却） 

・建物の老朽化等による安全性及び居住

性の面において対応が必要です。 

・老朽化した大内団地他の用途廃止（除却） 

・住宅除却後の土地を民間事業者等へ売払うなど、

土地の利活用を図ります。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

1 空き家除却件数（老朽度・危険度ランクD・E） 1０件 3０件 

2 市営造成宅地の区画数 ー ９区画 

３ 特定公共賃貸住宅の入居率 ５０.0％ ９0.0％ 

４ 公営住宅の除却後、用途が決まった宅地区画 ー ７区画 
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■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市公営住宅等長寿命化計画 202１年３月～203１年３月 

備前市空家等対策計画 20２５年３月～203０年３月 

 

用語 説明 

特定公共賃貸住宅 中堅所得のファミリー世帯向けに供給する居住環境が良好な賃貸の公営住宅。 

長寿命化 
施設の汚れや傷み、設備の不具合などを直し施設の耐久性を高め、もっと長く

施設を使い続けること。 
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政策5.安全で快適な生活が送れるまち（安全・生活基盤） 

政策の目標 

激甚化・頻発化する自然災害に対応した強靭な地域づくりを推進し、市民の生命・財産を守る安全・

安心な生活基盤を構築します。国土強靭化基本計画と連動した防災・減災対策を強化し、流域治水の

考え方に基づく河川・砂防施設整備を進めます。老朽化が進むインフラの計画的な更新・長寿命化によ

り、安全でおいしい水の安定供給と適正な汚水処理を確保します。道路・港湾等の交通インフラ整備に

より利便性向上を図り、デジタル技術を活用した効率的な維持管理体制を構築します。すべての市民

が将来にわたって安全で快適な生活を送れる持続可能なまちの実現を目指します。 

 

政策の現状と課題 

気候変動による災害の激甚化・頻発化を受け、202３年に「国土強靭化基本計画」が策定され、事前

防災・減災対策が重点化されています。 

インフラ分野では、２０２４年改定の「第２次インフラ長寿命化計画」で予防保全への本格転換と生産

性向上の加速が重視され、新技術や官民連携による地方自治体支援が強化されています。 

水道分野では、「新水道ビジョン」に基づく経営基盤強化と広域化推進、下水道分野では「新下水道

ビジョン加速戦略」による持続可能な事業運営が求められています。 

岡山県では２０２４年に地域防災計画が修正され、能登半島地震の教訓を踏まえた避難所環境改善

や生活環境向上策が盛り込まれました。 

【備前市の現状と課題】 

防災・防犯分野では、防災意識の向上が最重要課題です。地域ごとの防災意識の格差解消と防災訓

練への参加率向上が必要です。特に消防団員の確保とデジタル技術の活用や装備品の導入による活

動環境の改善が急務です。南海トラフ地震を想定した公的備蓄と家庭備蓄促進の両面強化が求められ

ています。 

河川・砂防分野では、河川浚渫の大幅増加が最優先課題です。老朽化した河川・砂防施設の適正管理、

堆積土砂除去、処分場建設等の基盤整備が必要です。ため池の安全対策では、ハザードマップ作成数

の拡大と老朽化施設の計画的改修・廃止が重要です。河川改良工事は効率化を図りながら質の向上に

努めます。 

上水道分野では、基幹管路耐震化率の大幅向上が最重要課題です。老朽化施設更新需要の増大と

財源確保の両立が困難で、ライフサイクルコストを考慮した計画的整備と適正料金設定が急務です。有

収率向上による経営効率化も重要で、漏水対策と配水量監視体制の強化を図ります。 

下水道分野も同様の課題があり、施設の改修や料金設定においても水道との連携調整が必要です。 

道路・港湾分野では、橋梁補修の大幅拡大が最優先課題です。長寿命化計画に基づく予防保全への
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転換と定期点検体制の確立が必要です。交通安全施設・通学路・歩道整備等の質的向上を重視します。

港湾では、地域再生計画に基づく機能強化と維持管理体制の構築が求められています。 

これらの課題解決には、限られた財源の中での優先順位明確化、デジタル技術活用による効率化、

官民連携による事業推進による経営基盤強化が不可欠です。特に人口減少下での持続可能な維持管

理体制構築と、災害リスクの高まりに対応した事前防災投資の両立が重要な政策課題となっています。 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

＜市の政策推進において特に重要な課題＞ 

 防災体制の地域格差解消：自主防災組織の育成と防災意識の均一化 

 インフラ老朽化対策の加速：予防保全への転換と計画的更新の推進 

 上下水道経営の持続可能性確保：料金適正化と経営効率化の両立 

 河川・砂防施設の防災機能強化：流域治水対応と浚渫・改修の推進 

 交通インフラの安全性向上：橋梁長寿命化と道路交通安全対策 

 デジタル技術活用の推進：維持管理効率化と防災対応力向上 

 財源確保と事業優先順位の明確化：限られた予算での効果的投資 

  

目標(KPI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策一覧 
 

施策名 担当部局 担当課 

防災・防犯体制の強化 市長公室 危機管理課 

河川改修・砂防施設整備 建設部 建設課 

安全でおいしい水の安定供給 建設部 水道課 

生活排水の適正処理 建設部 下水道課 

道路・港湾の整備 建設部 建設課 

分野 指標名 基準値（２０２５） 目標値（２０２９） 

防災 
南海トラフ地震を想定した備蓄品の備

蓄割合（累計） 
８7.３％ １００.０％ 

防災 
「防災訓練活動に参加したことがあ

る」と回答した市民の割合 
30.4% 50.0％ 

河川 ハザードマップカバー率 ８７％ １００％ 

水道 基幹管路耐震適合率（累計） ３２.５% 40.0% 

下水道 経費回収率 ９７.１％ １００.０％ 

道路 
市道整備率（累計）幅員 4.5m 以上の

市道対象 
３５.１% ３５.３% 
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みんなで進めるまちづくり 

 市民一人ひとりができること 

 家庭での３日分以上の食料・水・生活必需品の備蓄を行う 

 水道・下水道の適正利用を心がけ、節水・節約に努める 

 インフラの異常や危険箇所を発見した際は速やかに通報する 

 通学路の安全確保や交通安全活動に協力する 

 消防団活動への理解と協力、団員確保への協力 

 地域等みんなでできること 

 自主防災組織の結成・活動活性化と定期的な防災訓練実施 

 災害時要援護者の把握と支援体制の構築 

 河川・道路の清掃活動と適正利用の啓発 

 公共施設の適正利用と長寿命化への協力 

 生活道路の適正利用と交通マナー向上活動 

 インフラ維持管理への民間技術・ノウハウ活用 

 デジタル技術を活用した効率的な情報共有体制構築 

 適正な受益者負担と公共料金設定の理解 

 長期的視点に立った計画的な施設更新への協力 

 

用語 説明 

ハザードマップ 自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。 

ライフサイクルコスト 
土木構造物などの費用を企画・設計・発注・竣工～使用～修繕～解体処分まで

の段階をトータルして考えたもので生涯費用と言われる。 
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5-1 防災・防犯体制の強化 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

市民一人ひとりの防災意識・危機管理意識が高まり、市民（自助）・隣近所（近助）・地域（共助）・行政（公

助）がそれぞれの役割と責任を理解し、連携・協力をすることにより、地域で安心して生活することができ

るまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

災害への危機意識の地域格差 防災意識の醸成 

・自主防災組織の結成状況・訓練参加状況

に地域格差があり、防災意識の向上が必要

です。 

・市民及び各地域の防災意識を向上させるため、防

災訓練など地域での自主防災組織の活動を支援し

ます。 

２ 

災害時要援護者の把握 災害時要援護者の把握と支援体制の確立 

・高齢化の進展により、高齢者や要介護者

といった災害時要援護者が増えています。

しかし、避難行動要支援者名簿への登録は

申請によるため、名簿に登録されていない

災害時要援護者の把握が必要です。 

・民生委員や福祉機関と連携し、災害時要援護者の

把握に努めます。 

・要介護認定者や障がい者、妊婦などの災害時要

援護者をサポートするための地域体制の確立に取

り組みます。 

３ 

消防団員数の減少と活動対策 消防団活動の支援 

・消防団員の高齢化に加えて、若年層の人

口流出により若手消防団員の安定的な確

保が困難なため、より有効な消防団活動が

できる対策が必要です。 

・デジタル（消防団活動をアシストする防災アプリ）

を活用した消防活動の迅速化・効率化を図ります。 

・必要な装備品の導入による活動環境の改善を図

ります。 

４ 

備蓄品の確保 災害時の備蓄品等の確保 

・南海トラフ地震をはじめとする大規模災

害に対する備蓄が不十分であり、併せて備

蓄倉庫の整備が必要です。 

・南海トラフ地震など大規模災害に対応できるよ

う、必要な備蓄品と備蓄場所を確保します。 

・家庭等での備蓄も重要であり啓発に取り組みま

す。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市地域防災計画 20２２年３月～ 

備前市国民保護計画 200７年４月～ 

備前市業務継続計画 201８年６月～ 

備前市国土強靭化地域計画 202１年４月～202６年３月 

 

用語 説明 

自助・近助・共助・公助 
防災分野では、近助（隣近所）が災害初期対応で重要とされている。福祉分野

では、近助の役割として互助（自発的な相互支援）を使用するのが一般的。 

 

 

 

  

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１・２ 
「防災訓練活動に参加したことがある」と回答した市

民の割合 
30.4% 50.0％ 

３ 消防団活動を支援する防災アプリの導入率（累計） ５０.１% ９０.0% 

４ 南海トラフ地震を想定した備蓄品の備蓄割合（累計） 87.3% １０0% 

４ 
「災害等に備えて備蓄品を3日分以上用意している」

と回答した市民の割合 
10.8% 50.0％ 
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5-2 河川改修・砂防施設整備 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

今後の気候変動に伴う豪雨の頻発化・激甚化を見据え、河川や砂防施設等のインフラ整備、老朽化対

策等による施設の適正な維持・管理により、防災機能の強化に努めます。これにより、市民の生命・財産

を守ることで、安心・安全な生活が送れるまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

河川・砂防施設等の適正な維持管理 河川・砂防施設等の維持整備 

・老朽化している河川・砂防施設等や堆積土砂(樹

木繁茂)対策の計画的な実施により施設の長寿命

化を図ります。 

・事前防災として、施設を安全で良好な状態に保

ち、災害時の被害軽減を図る必要があります。 

・河川・砂防等の老朽化施設の計画的な改修 

・河川内の堆積土砂(樹木繁茂)の除去 

・河川浚渫土の処分場の建設 

2 

ため池の適正な維持管理 ため池施設等の維持整備 

・耕作者の高齢化が進み、ため池の適正な維持管

理が困難となっています。老朽化したため池の危

険個所を把握した上で、改修や廃止の検討が必要

です。 

・防災重点ため池のハザードマップ作成を引続き行

う必要があります。 

・老朽化ため池施設の計画的な改修や廃止 

・ため池ハザードマップの作成 

3 

河川・砂防施設等の未整備箇所の整備 河川・砂防施設等の未整備箇所の整備 

・自然護岸等の未整備箇所の河川改良、急傾斜地・

土石流危険渓流などの対策工事が必要です。 

・河川改修整備 

・砂防施設等の整備 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 
備前市堆積土砂管理計画に記載の安全度が十分で

ない河川の本数 
９件 ７件 

２ ハザードマップカバー率 ８７％ １００％ 

３ 河川改良整備率（舟部川・立石川の整備） ０％ 100％  
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■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市堆積土砂管理計画 202５年４月～203０年３月 

 

用語 説明 

激甚化 非常に激しい様。 

浚渫（しゅんせつ） 土砂を取り去る土木工事。 

砂防施設 国土交通大臣の指定した土地において治水上砂防のため施設するもの。 

防災重点ため池 
決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるお

それがあるため池。 

ハザードマップ 自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。 

長寿命化 
施設の汚れや傷み、設備の不具合などを直し施設の耐久性を高め、もっと長く

施設を使い続けること。 
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5-3 安全でおいしい水の安定供給 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

「安全で安心な水の供給」、「持続可能な事業運営」、「災害に強い水道の構築」を実現するまちの実現を

目指します。 

人口減少・高齢化の進行や施設の老朽化、気候変動・大規模災害リスクの増大等の課題に対応するた

めには、経営基盤の強化と施設の強靱化を両輪として推進するまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

老朽化施設の更新需要の増大と財源確

保  

老朽管路の計画的な更新と料金の適正

化 

・耐用年数を越えた老朽化施設が増えている

現状から計画的な更新が必要です。 

・効率的な事業運営と適切な料金設定により、

将来にわたって持続可能な水道事業を実現す

る必要があります。 

• 老朽管路の優先的更新 

• ライフサイクルコストを考慮した整備・更新 

• 適正な料金水準の検討・設定 

• 水道事業の経営状況の積極的公開 

2 

基幹管路の耐震化対策 基幹管路の耐震化 

・基幹管路の老朽化による更新も兼ねて巨大

地震に備えた耐震化を進めます。 

・基幹管路の更新計画を策定し計画的に整備

します。 

3 

有収率の向上 有収率の向上 

・無駄のない効率的な経営基盤として、料金収

入の基礎として有収率の向上が必要です。 

・配水量の変化を常時監視するとともに漏水

対策を適切に行います。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

 

 

 

 

 

  

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 料金回収率 ８７.3％ 100％ 

２ 基幹管路耐震適合率（累計） ３２.５% 40.0% 

３ 有収率 7３.１% 8７.0% 
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■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市水道ビジョン 202０年４月～203０年３月 

 

用語 説明 

料金回収率 

（供給単価／給水原価）

×１００ 

１㎥の水を供給したときの平均収入額である供給単価と製造単価である給水

原価の比率であり、１００％を下回る場合は、給水原価が料金収入で賄われて

いない。収益の柱である水道料金や老朽管路の更新に係る減価償却費も反映

した指標であり、持続可能な事業経営を行うために改善が必要。 

ライフサイクルコスト 
土木構造物などの費用を企画・設計・発注・竣工～使用～修繕～解体処分まで

の段階をトータルして考えたもので生涯費用と言われる。 

基幹管路 導水管、送水管、配水管(口径 150ｍｍ以上)。 

有収率 

一年間の有収水量（料金徴収の対象となった水量）÷１年間の配水量（浄水場か

ら送った水量）。 

効率を表す指標であり、100％に近いほど効率がよく、値が低くなるほど漏水

が多くなっている状況。 
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5-4 生活排水の適正処理 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

「強靭な下水道」、「持続可能な事業運営」、「快適で質の高い生活環境」を実現できるまちの実現を目指

します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

老朽化施設等の更新 老朽化施設、設備の更新工事の実施 

・継続的かつ適正な汚水処理を行うために

老朽化した施設や設備の更新が必要です。 

・計画的に施設の更新が必要です。 

・下水道ストックマネジメント計画に基づいて、汚

水及び雨水処理の老朽化している施設・設備の更

新工事を実施します。 

2 

効率的・継続的な事業運営 下水道使用料の改定 

・人口減少等により使用料収入が減少してい

る一方で、下水道施設の老朽化による維持

管理費用が増加しています。 

・収入確保と経費削減を行い、効率的かつ継

続的な事業運営と管渠整備および維持管理

を行うなど、経営基盤の安定が必要です。 

・老朽化施設及び管路の更新のためには、経営基

盤の安定化が不可欠であり、適正な下水道使用

料の改定を行います。 

3 

適正な汚水処理の実施 水洗化率の向上 

・公共水域の水質改善や環境保全に資する

ため、適正な汚水処理が必要です。 

・下水道に未接続である世帯に勧奨を行うととも

に、下水道整備計画区域外では合併浄化槽設置

補助金を交付し推奨します。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 

腐食の可能性が高い管渠の内、中継ポンプ場の下流

となる、管径 500mm 以上の鉄筋コンクリート管の

耐震化率 

10.8% 18.8% 

２ 下水道事業の経費回収率 9７.1% 1０0% 

３ 水洗化率 92.７% 93.4% 
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■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市下水道事業経営戦略 201６年４月～202６年３月 

備前市下水道ストックマネジメント計画 202０年４月～202５年３月 

岡山県備前市循環型社会形成推進地域計画（第3次） 202１年４月～202７年３月 

 

用語 説明 

下水道ストック 

マネジメント計画 

下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実施を図るため、明確な目標

を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しな

がら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理する計画。 

管渠 地下又は蓋のある水路の総称。下水道で使用される管渠の多くは、円形である。 
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5-5 道路・港湾の整備 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

生活道路が整備・管理され、市内のどの地域に住んでいても安心して日常生活を送ることができるま

ちの実現を目指します。また、港湾も整備・管理され、地震や津波などの災害時には防災機能が働いてい

る安心なまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

道路施設等の適正な維持管理 道路施設の適正な維持管理 

・老朽化している道路舗装・橋梁などの計画的な補

修により、施設の長寿命化を図るとともに、安全で

良好な状態を保つことは事前防災としての意義が

あります。 

・長寿命化計画に基づく計画的な補修 

・維持管理計画に基づく計画的な定期点検 

2 

道路環境の整備 道路環境の整備の推進 

・国道 2 号線の渋滞対策や未整備区間の解消、交

通安全施設、歩道、自転車道の充実により、地域の

交通安全と歩行者空間を確保し、安心で安全して

暮らせる災害に強い道路環境づくりが必要です。 

・道路の拡幅及び新設改良整備 

・交通安全施設の整備 

・通学路、歩道、自転車道の整備 

・交通渋滞の緩和対策 

3 

港湾の機能強化 港湾・漁港の整備による機能強化 

・老朽化している港湾施設の長寿命化を図るとと

もに、地域再生のための港湾整備が必要です。 

・地域再生計画に基づく港湾整備 

・長寿命化計画に基づく定期的な改修 

・維持管理計画に基づく定期点検 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 橋梁の補修箇所数（調査済み24箇所の補修） ４箇所 2４箇所 

２ 市道整備率（累計）幅員4.5m以上の市道対象 ３５.１% ３５.３% 

３ 鴻島港係留施設整備 ０箇所 １箇所 
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■ 関連する個別分野計画 
 

 

用語 説明 

橋梁 一般的な「橋」と同義。 

長寿命化 
施設の汚れや傷み、設備の不具合などを直し施設の耐久性を高め、もっと長く

施設を使い続けること。 

 

 

  

計画名 計画期間 

備前市橋梁長寿命化計画 20２４年１２月～20３４年３月 

備前市トンネル長寿命化計画 201８年３月～202７年３月 

備前市港湾施設維持管理計画 202１年３月 
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政策6.環境を大切にして未来につなぐまち（生活環境） 

政策の目標 

誰もが利用しやすい持続可能な公共交通体系を確保し、交通弱者の移動手段を保障します。 

２０５０年カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素社会の構築と循環型社会の形成を推進し、豊

かな自然環境を次世代に継承します。第６次環境基本計画に基づく環境・経済・社会の統合的向上を

図り、サーキュラーエコノミーの実現によるごみの減量化・資源循環を促進します。公害監視体制の強

化と水質保全により良好な生活環境を維持し、自然と調和した暮らしと事業活動を実現します。環境

配慮行動の促進により、市民・事業者・行政が一体となって持続可能で環境にやさしいまちの実現を

目指します。 

 

政策の現状と課題 

公共交通分野では、人口減少・運転者不足の深刻化を受け、地域公共交通活性化再生法等の改正

により、地域ごとの多様な移動手段確保が重点化されています。 

循環型社会分野では、「第５次循環型社会形成推進基本計画」でサーキュラーエコノミーが国家戦

略に位置づけられ、資源循環と脱炭素の同時達成が求められています。 

廃棄物分野では、廃棄物処理法の段階的改正により適正処理の厳格化とリサイクル推進が強化さ

れています。 

岡山県では「環境基本計画（エコビジョン２０４０）」により、２０５０年カーボンニュートラルの実現に

向けた地域循環共生圏の構築が重視されています。 

【備前市の現状と課題】 

公共交通分野では、高齢者の減少により市営バスの利用者数減少が懸念される中で、年間利用者

数の微増を目標にしていますが、バス路線を維持していくためには効率的な運行に努める必要があ

ります。また、超高齢化社会到来による交通弱者増加への対応として、デマンド型乗合タクシーの利

便性向上が重要課題です。JR 利用者数も増加を目標にしていますが、本数の少なさと利便性向上が

課題で沿線市町との連携による利用促進と駅周辺整備が必要です。 

廃棄物・資源循環分野では、循環型社会実現に向けた取組強化が最重要課題です。市民一人１日あ

たりごみ排出量の削減とリサイクル率向上により、サーキュラーエコノミーへの転換を図ります。９種

２３別の完全導入と収集体系見直し、事業系ごみの許可制移行等により適正処分を推進します。焼却

灰の MAP 肥料製造や粗大ごみリユース化等により資源循環を強化するとともに、処理施設の計画

的かつ継続的な適正運用及び維持管理が必要です。 

環境保全分野では、２０５０年カーボンニュートラル実現に向けた取組加速が最重要課題です。公共

施設からの CO２排出量削減と省エネ設備導入と再生エネルギー活用を推進するとともに市民・事業
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者との協働による脱炭素化を図ります。 

水質保全では、環境基準達成率の向上を目標とし、金剛川流域の酸性水対策や生活排水対策の啓

発強化が必要です。休廃止鉱山からの坑廃水処理は継続的な財政負担を伴う重要課題で恒久的な処

理体制維持と人員確保が必要です。 

これらの課題解決には、国、県の施策と連動した計画的取組、市民・事業者との協働体制構築、デ

ジタル技術活用による効率化による経営基盤強化が不可欠です。特に財源確保と長期的視点に立っ

た持続可能な環境政策の推進が重要な政策課題となっています。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

＜市の政策推進において特に重要な課題＞ 

 持続可能な公共交通体系構築：交通弱者支援と効率的運営の両立 

 脱炭素社会実現への取組加速：205０年カーボンニュートラルに向けた公共施設のCO２削減 

 循環型社会への転換促進：ごみ減量化・リサイクル率向上とサーキュラーエコノミー推進 

 廃棄物処理施設の老朽化対応：処理施設の計画的かつ継続的な適正運用及び維持管理 

  水質保全と公害防止対策：坑廃水処理継続と監視体制強化 

 

目標(KPI)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策一覧 
 

 

 

 

 

 

 

  

分野 指標名 基準値（２０２５） 目標値（２０２９） 

公共交通 

「暮らしている地域では、公共交通機関

で好きな時に好きなところへ移動がで

きる」と回答した市民の割合 

11.4% ２５.0％ 

廃棄物 市民一人 1日あたりのごみの排出量 5３０g/日・人 5０５g/日・人 

環境 公共施設CO２削減率（２０１３比） １５.３％削減 ２３.0％削減 

施策名 担当部局 担当課 

公共交通の確保 市民生活部 交通政策課 

廃棄物の減量化・再資源化・適正処理の推進/斎場 市民生活部 環境課 

環境保全対策の推進 市民生活部 環境課 
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みんなで進めるまちづくり 

 市民一人ひとりができること 

 マイカーに依存せず、公共交通や自転車・徒歩を積極的に利用する 

 市営バスやデマンド型乗合タクシーを積極的に利用する 

 3R（リデュース・リユース・リサイクル）を日常生活で実践する 

 野焼きや不法投棄を行わず、適正な処理を心がける 

 地域等みんなでできること 

 ゼロカーボンシティ実現に向けた地域計画の実行 

 地域でのリサイクルステーション運営・管理 

 地域公共交通の利用促進キャンペーンの実施 

 河川・海岸の水質調査と保全活動への参加 

 学校・地域での環境学習プログラムの企画・実施 

 

用語 説明 

３R 

次の３つの語の頭文字を取った言葉。 
リデュース（Reduce）：発生を減らす、リユース（Reuse）：繰り返し使う・再利用
する、リサイクル（Recycle）：資源として再び使用する。 
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6-1 公共交通の確保 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

子どもから高齢者まで誰もが利用しやすい交通手段が確保され、日常生活を送る上で、支障のないま

ちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

市営バス 1 便あたりの利用者数が

少ない 

市営バスの利便性向上 

・少子高齢化や利用者の減少、市の財政

負担の増加が懸念される中、需要に合っ

た効率的な公共交通体系を構築し、買い

物や通院、通勤・通学といった市民の日常

生活を支え、将来にわたって市民の生活

を支える移動手段の維持・確保が必要で

す。 

・通院や買い物、通勤・通学といったバスを必要とし

ている人のニーズに対応するため、時刻表や路線の

見直しを行います。 

・バスとバス、バスと鉄道との乗り継ぎを考慮した運

行ダイヤの設定に努めます。 

・使いやすい市営バスとなるよう路線の再編を進

め、利便性を向上させることで利用者の増加に繋

げ、路線の確保・維持を目指します。 

 

効率的な運行を目指した公共交通の見直し 

・市の公共交通の経費は増加傾向にある中で、市営

バスは非効率な運行路線も存在しています。バス路

線を維持していくためには、将来の人口減少等を踏

まえて、需要に合った効率的な公共交通体系を目指

します。 

2 

高齢者の移動手段の確保が十分で

ない 

高齢者等交通弱者に対する外出支援対策 

・超高齢化社会が到来する中、通院、買い

物時の安心で便利な移動手段の確保が

求められています。 

・高齢者等の交通弱者が日常生活を送るための外出

支援について、デマンド型乗合タクシーの運行により

交通不便者の移動手段の確保に努めます。 

３ 

JR の本数が少なく不便 JR利用の利便性向上 

・JR は、山陽本線と赤穂線が運行されて

いますが、県中心部から離れるほど利用

者が少ないため、本市への便数が少なく

利便性が低下しています。 

・JRが利用しやすくなるよう、市営バスと JRとの接

続の見直しを行うとともに、パーク＆ライドや市内

JR各駅周辺の環境整備などに努めます。 

・沿線市町や関係団体と協力して、利用促進に取り

組むとともに、JR に対し増便や延長運行等を要望し

ます。 
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■ 施策の目標達成指標 

 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

備前市地域公共交通網形成計画 202０年４月～202６年３月 

 

用語 説明 

超高齢化社会 65歳以上人口の割合が 21％を超える社会。 

パーク＆ライド 
自宅から自家用車で最寄りの駅まで行き、車を駐車させた後、JR やバス等の公共交

通を利用して目的地に向かう方法。 

デマンド型 

乗合タクシー 

バスとタクシーの利点を組み合わせた公共交通機関。タクシーのドア・ツー・ドアの利

便性とバスの低価格を兼ね備え、高齢者や移動困難者の増加に伴い、地域の交通機

関の手段として注目されています。 

 

 

  

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 市営バスの年間利用者数 103,44７人 105,00０人 

１ 市営バス 1便あたりの平均乗車数 ３.０人 ３.２人 

２ デマンド型乗合タクシー利用人数 10,73５人 15,00０人 

３ JR１日あたりの利用者数（基準値2023） 2,31９人 3,00０人 

全 
「暮らしている地域では、公共交通機関で好きな時に

好きなところへ移動ができる」と回答した市民の割合 
11.4% ２５.0％ 
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6-2 廃棄物の減量化・再資源化・適正処理の推進／斎場 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

市民、地域、企業及び行政各々の役割分担のもと、サーキュラーエコノミーの実現に向け、ごみの排出

抑制やリサイクルによってごみの減量化等、本市の実状に適した持続可能な循環型社会の実現が図られ

ているとともに、資源として有効利用できない廃棄物については環境への負荷の低減に配慮しつつ、適

正かつ効率的に処理できるまちの実現を目指します。 

斎場については、施設の統廃合を進め低減したランニングコストで施設の維持管理運営を行う適正な

火葬執行を行います。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

廃棄物の減量化・再資源化 廃棄物の減量化・再資源化 

・分別の徹底やごみの廃棄量削減、資源化を

推進するため、９種２３分別の完全実施、併用

(旧分別)収集の段階的廃止が必要です。 

・事業系ごみの排出指導や収集体系の統一、

事業系ごみの処理手数料の適正化の必要があ

ります。 

・ごみ出し弱者対策、災害廃棄物対応、リチウ

ム電池等の適正処理対策に対応する必要があ

ります。 

・９種２３分別を完全導入するとともに併用(旧

分別)収集を段階的に廃止することで分別を徹

底し、ごみの廃棄量削減及び資源化を推進しま

す。 

・生ごみ処理容器やマイバック運動、資源ごみ回

収団体報奨金制度等、環境に配慮したライフス

タイルが市民の共通認識になるよう啓発し、廃

棄物の減量化を推進します。 

・焼却灰のセメント原料化や備前 MAP（肥料）

等、廃棄物の再利用や再資源化を継続するとと

もに、粗大ごみ等を活用したリユース化の構築

を検討します。 

・巡回パトロールや看板設置を実施し、不法投棄

をさせない環境づくりを促します。 

・事業系ごみの収集体系の統一を目指すととも

に、事業系ごみの処理手数料の適正化及び事業

系ごみに係る市内全域の収集運搬許可制への

移行、広域化処理を検討します。 
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2 

廃棄物の適正処理の推進 廃棄物の適正処理の推進 

・老朽化する廃棄物処理施設の適切な維持管

理、計画的な建設や改修等、処理能力の確保

と長寿命化を図り、安定で適正な廃棄物処理

が必要です。 

・市内に 2 箇所ある最終処分場の残余容量は

逼迫しており、今後も安定したごみの適正処

理を進めていくためには、地元住民の理解を

得ながら適正な運営が必要です。 

・廃棄物処理施設の処理能力確保と長寿命化を

図るため、適切な維持管理、計画的な建設や改

修等を実施し、適正で効率よい廃棄物処理を行

います。 

・安定したごみの適正処理を進めていくために、

地元住民の理解を得ながら計画的な施設整備

や処分方法を見直すほか、分別やリサイクル推

進により処理量を減らし、施設の適正な運用を

図ります。 

3 

適正かつ効率的な斎場運営 適正かつ効率的な斎場運営 

・備前斎場、日生斎場の斎場を管理運営してい

ます。いずれも老朽化しており、運営体制のみ

ならず、維持管理費等のコスト面が課題となっ

ています。 

・使用者や参列者が利用しやすいよう、老朽化し

た施設の性能維持と長寿命化を図るため、計画

的に施設の改修を実施するとともに、統廃合も

視野に入れながら火葬需要に見合った火葬執

行、施設の整備及び改修を行います。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

■ 関連する個別分野計画 
 

計画名 計画期間 

岡山県備前市循環型社会形成推進地域計画（第３次） 202１年４月～202６年３月 

備前市一般廃棄物処理基本計画（５年計画、３年ごとに更新） 20１３年７月～202６年３月 

備前市分別収集計画 202３年４月～202８年３月 

備前市災害廃棄物処理計画 202０年策定（随時更新） 

 

用語 説明 

サーキュラーエコノミー 
循環型経済。従来であれば廃棄されていた製品や原材料などを資源ととらえ、

廃棄物を出すことなく資源を循環させる仕組み。 

びぜんMAP 

衛生センターにおいて、し尿や浄化槽汚泥を処理する過程で、処理水中に含ま

れるリンを資源回収するため、ＭＡＰ(リン酸マグネシウムアンモニウム 6水和

物)として抽出・精製している。精製したＭＡＰを「びぜんＭＡＰ」という名称で肥

料登録している。 

事業系ごみ 一般ごみと区別。事業活動に伴って生じたすべての廃棄物。 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

１ 市民一人 1日あたりのごみの排出量 5３０g/日・人 5０５g/日・人 

１・2 リサイクル率 2１.２% 24.２% 
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6-3 環境保全対策の推進 

 

■ 施策の方向性（施策の目標） 

豊かな自然や貴重な歴史的・文化的な資源を守り、このかけがえのない私たちの故郷を未来の世代に

つないでいくため、環境に配慮した暮らしや事業活動により、自然環境や生活環境が適切に維持された

環境にやさしいまちの実現を目指します。 

また、市民や企業の環境意識が高く、脱炭素社会の実現に向け一体となって取り組む持続可能な社会

づくりが進むまちの実現を目指します。 

 

■ 目標達成のために解決すべき課題と取組 

 

 課 題 取 組 

1 

坑廃水の処理 坑廃水処理場の適切な運営及び維持管理 

・今崎（板屋）、金谷、野谷､和意谷（樫）地

区の休廃止鉱山からの強酸性水等を処理

するため、国・県の補助を受け、休廃止鉱

山鉱害防止事業を実施しています。恒久

的に実施する必要がある坑廃水処理に対

し、処理場の適切な運営及び維持管理を

実施する必要があります。 

・恒久的な坑廃水処理を実施するために、適切な処

理及び処理場の運営、維持管理、人員の確保に努め

ます。 

2 

地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策の推進 

・気候変動による影響が深刻化し、環境保

全、温室効果ガス排出削減への意識が高

まる中、「ゼロカーボンシティ」の実現へ向

けて向けて、SDGs とも協調した取組を

一層推進する必要があります。 

・備前市地球温暖化対策実行計画「事務事業編」及び

「備前市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」に

基づき、公共施設における省エネ設備及び再生可能

エネルギー導入を推進するとともに、地域における

二酸化酸素排出削減対策を一体的に進めます。 

・岡山連携中枢都市圏にて共同で啓発事業、好取組

事例の共有、再生可能エネルギー推進に取り組みま

す。 

・「205０年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言」を表明し

ており、「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて取り組

みを進めます。 
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3 

公害監視体制の強化（悪臭・騒音・振

動・大気汚染） 

環境意識の向上と適切な苦情対応を実施 

 

・近年の苦情申立は、市民の環境に対す

る関心の高まりにより増加しています。

公害種別に関しても、野焼き等による悪

臭の苦情が増加し、生活環境に関する心

理的・感覚的な苦情相談が増加傾向とな

っています。 

・市民への環境意識の向上を促すため、広報誌や市

ホームページなどでの啓発活動を実施します。 

・迅速な状況把握を実施するとともに、問題解決の

ため当事者間への適切な対応を実施します。 

4 

水質汚濁事象対策 定期的な環境水調査及び分析の実施 

・市内の湾・河川・池について水質調査を

実施し、環境基準に適しているか調査及

び分析していく必要があります。 

・金剛川流域の地質に起因する酸性水に

ついて対策する必要があります。 

・生活排水対策の意識啓発、主要河川等の環境水調

査及び分析、事業場排水の規制・指導の強化を進め

ます。 

・金剛川流域について、和気町、関係事業者等で金剛

川浄化対策協議会を組織し、水質監視や水質保全に

努めます。 

 

■ 施策の目標達成指標 

 

■ 関連する個別分野計画 

計画名 計画期間 

備前市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】 20２３年４月～203１年３月 

備前市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】 20２３年４月～203１年３月 

備前市地域エネルギービジョン 200８年４月～２０２８年３月 

課題 

番号 
指標名 

基準値 

（２０２５） 

目標値 

（２０２9） 

２   公共施設の二酸化炭素排出量（201３年度比） １５.3％削減 ２３.0％削減 

２ 
「地球温暖化対策への取組み（電気自動車、充電設備

の導入など）は評価できる」と回答した市民の割合 
14.7％ ２０.0％ 

４ 水質における環境基準達成率 89.０％ 9１.５％ 

用語 説明 

事業系ごみ 一般ごみと区別。事業活動に伴って生じたすべての廃棄物。 

坑廃水 休廃止鉱山の坑口等から流出する重金属を含む強酸性水。 

ゼロカーボン 

シティ 

205０年までに温室効果ガスの排出量又は二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指す

地方自治体。202１年に岡山連携中枢都市圏の１３市町が共同で「205０年二酸化炭素

排出実質ゼロ宣言」を表明。 

再生可能 

エネルギー 

自然の力を利用したエネルギーで太陽光や風力、地熱、水力などがあり、資源が枯れる

心配がなく永続的に使うことができるエネルギー。 
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施策の目標の一覧 （指標名の前の＊は、ウェルビーイング設問） 

指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

政策 1 誰もがいつまでも成長し続け、輝けるまち（教育・文化） 

1-1 生涯学習の充実 

地域学校協働活動推進

員の委嘱校数 
2024 ０校 １２校 実数 

地域学校協働活動推進

員の委嘱校数 

市民一人あたり図書貸

出冊数 
2024 2.４冊 ４.８冊 

図書貸出冊数/

人口 

市内実績 

(県内平均5.4 冊) 

図書館登録率 2024 46.2％ 63.0％ 実数 
令和 5年度県内市町村

平均66.4％ 

市民一人あたり公民館

利用回数 
2024 2.７回 3.３回 

市内公民館年間

延べ利用回数/

人口 

市内全公立公民館（１６

館）総利用回数 

1-2 就学前の教育、保育等の充実 

公立こども園へ入園率 2024 75.7％ 80.0％ 

全入園児数÷0

～6 歳未満の人

数 

入園児数 

住民基本台帳 

保育教諭一人あたりの

年間研修受講日数 
2024 4.5 日 7.0 日 実数 保育教諭研修受講日数 

「子どもが楽しく園に通

っている」と回答した割

合 

2024 97.9% 100% 

該当設問の肯定

回答数/アンケー

ト回答数 

保護者アンケート調査 

1-3 学校教育の充実 

外国語教育環境満足度 2024 76．6％ 90.0% 

「英語の授業の

内容はよく分か

る」の回答数/調

査回答数 

県学力・学習状況調査

（中学校） 

「課題の解決に向けて、

自分で考え、自分から

取り組んでいた」と回答

した児童生徒の割合 

2024 73.8％ 85.0％ 

該当設問の肯定

回答数/調査回

答者数 

全国学力・学習状況調

査（小中学校） 

ICT 活用スキル達成

度・ICT環境満足度 

学校情報化認定制度

（日本教育工学協会）の

各チェック項目（①教科

指導における ICT 活

用、②情報教育、③校務

の情報化、④情報化推

進体制）のレベル 

2024 

市平均 

① 1.8 

② 1.7 

③ 1.6 

④ 1.8 

市平均 

① 2.0 

② 2.0 

③ 2.0 

④ 2.0 

該当設問への肯

定回答の平均値 

備前市 1人 1台端末利

活用推進計画に関する

調査（小中学校） 
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指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

読書意欲・図書館司書

配置を含めた環境満足

度 

2023 64.8% ８５.0% 

該当設問の肯定

回答数/調査回

答者数 

2023 全国学力・学習

状況調査 

希望進路意識・進路決

定率 
2024 １００％ １００％ 

希望する進路が

決定している生

徒の割合、進路

決定調査、志願

者数 

進路意識調査 

1-4 歴史文化の活用と伝統文化の継承 

＊「暮らしている地域で

は、文化・芸術・芸能が

盛んで誇らしい」と回答

した市民の割合 

2025 ２３.1％ 32.3％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

企画展やワークショッ

プの開催回数 
2024 １４回 ２０回 実績 

2024 年度実績：歴民

２回、加子浦 5回、埋文

７回 

各文化施設入館者数 2024 5,614人 ６,５００人 実績 

202４年入館者：歴史

民俗資料館 1,144 人、

加 子 浦 歴 史 文 化 館

3,548 人、埋蔵文化財

管理センター922 人 

計 5,614人 

備前市美術館の来館者

数 
2025 − ３２,８００人 実績 

２０２５年 7 月 12 日開

館 

1-5 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

休日の地域展開が完了

した部活動の割合 
2024 ２３.１％ 88.5％ 

完了部活動数/

全部活動数 

備前市立中学校部活動

数 

「スポーツ（運動）を定

期的にしている」と回答

した市民（１０代～７０

代）の割合 

2025 41.８％ 45.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

市内体育施設利用者数 2024 
156,000

人 

162,000

人 
実数 市内体育施設利用者数 

政策2 地域で支え合う持続可能なまち（交流・コミュニティ） 

2-1 コミュニティの育成と地域活動の支援 

各地区まちづくり会議

組織数（累計） 
2024 ８地区 ８地区 実数 まちづくり会議組織数 

＊「暮らしている地域で

は、地域活動（自治会・

地域行事・防災活動等）

への市民参加が盛んで

2025 30.2% 50.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 
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指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

ある」と回答した市民の

割合 

地域おこし協力隊起業

率 
2024 17.6% 25.0% 

補助金受給者／

補助対象者 

備前市地域おこし協力

隊起業・事業承継支援

補助金 

2-2 人権問題の解決 

DV に関する相談窓口

を知っている割合 
2023 31.5％ 50.0% 

有効回答数に対

する割合 

2023は市民意識調査 

2025以降は第5次備

前市男女共同参画基本

調査（２０２７～2031） 

人権教育・啓発研修会

での関心・理解の割合 
2024 100% １００％ 

「大変深まった」

「深まった」と回

答した人の数÷

アンケート回答

数 

人権教育・啓発研修会

実施後のアンケート 

市の審議会等委員の女

性比率 
2023 ３３.５% 40.0% 

女性委員数÷委
員数 

第 3次男女共同参画基
本計画実績報告 

＊「暮らしている地域に

は、女性が活躍しやす

い雰囲気がある」と回

答した市民の割合 

2025 17.7% 35.0％ 

有効回答数に対
する肯定意見の
割合 

R7市民意識調査 

＊「どんな人の意見で

も受け入れる雰囲気が

ある」と回答した市民の

割合 

2025 16.8% 33.0％ 

有効回答数に対
する肯定意見の
割合 

R7市民意識調査 

2-3 国際理解と多文化共生の推進 

日本語教室受講者の満

足度 
2025 100% 100% 

有効回答数に対
する肯定意見の
割合 

受講者へのアンケート 

「備前市での生活に満

足している」と回答した

外国人市民の割合 

2025 81.7% 90.0% 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

外国人市民へのアンケ

ート 

派遣受入事業の参加者

が「異文化に対する理

解が深まった」と回答し

た割合 

2024 100％ 100% 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

参加者へのアンケート 

「国際交流事業（児童、

生徒の海外への派遣や

海外からの受入れ）は

評価できる」と回答した

市民の割合 

2025 25.0％ 40.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 



 

82 

指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

「日本人と外国人が地

域で共に暮らす多文化

共生の取組みは評価で

きる」と回答した市民の

割合 

2025 22.8% 40.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

政策3 誰もがいつまでも安心して暮らせるまち（健康・福祉） 

3-1 生涯を通じた健康づくりの推進 

「自分の健康に気をつ

けている」と回答した市

民の割合 

2025 85.6% 90.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

「スポーツ（運動）を定

期的にしている」と回答

した市民（１０代～７０

代）の割合 

2025 41.８％ 45.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

朝食を毎日食べる 3 歳

6か月児の割合 
2024 95.2％ 96.0％ 

朝食を毎日食べ

る3歳6か月児

÷全 3歳 6 か月

児数 

第 3 次健康びぜん２１・

食育推進計画 

特定健康診査受診率 2024 39.5％ 50.0％ 

特定健診受診者

数÷40～74 歳

で一年間国保有

資格者 

法定報告値 

特定健康診査受診者の

メタボ該当者・予備群

の割合 

2024 36.2％ 33.0％ 

（メタボ該当者＋

予備軍）÷特定健

診受診者数 

KDB システム（地域の

全体像の把握） 

人口 10 万人あたりの

自殺死亡数 
2024 15.9 人 15.0 人 

実数/人口×１０
万人 

厚労省「自殺の統計」 

3-2 子育て支援の充実 

要保護児童対策地域協

議会登録率 
2024 2.57％ 2.00％ 

ケース登録児童
数／0-17 歳人
口 

登録：当該年度末  
人口：当該年度4/1 

「備前市は安心して子

どもを産み育てること

ができるまち」と回答し

た市民の割合 

2025 40.3% 60.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合（主に子育て

世代である 20

代～40代） 

R7 市民意識調査 

こども家庭センター（母

子保健）相談件数 
2024 466件 500件 実数 相談件数 

放課後児童クラブ利用

者満足度 
2025 80.０％ 90.０％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

満足度アンケート調査 
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指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

地域子育て支援拠点利

用率 
2024 19.8％ 25.0％ 

1 日当たり拠点

利用者数（子ど

も）／0-5 歳（未

就園）児数 

利用者数：当該年度末  

人口：当該年度4/1 

3-3 生活困窮者等の自立支援 

生活保護から自立した

世帯数 
2024 27世帯 2３世帯 

生活保護から自

立した世帯数 

引き取り・転出を含む

（死亡等を除く） 

就労支援による就労者

数 
2024 ４人 5 人 

就労支援により

就労に結び付い

た人数 

就労後継続して生活保

護の場合を含む 

3-4 障がいのある人への福祉の充実 

放課後等デイサービス

利用者数 
2024 127人 150人 

年間利用者数累

計／１２か月 

放課後等デイサービス

実施施設 

相談実利用者数 2024 397人 ４５０人 
年間利用者数累

計／１２か月 

福祉行政報告例第２１

の３ 

施設入所等からの地域

移行者数 
2024 １人 ３人 毎年度 1名以上 障がい福祉計画 

成年後見制度利用支援

事業利用者数 
2024 ６人 ６人 

年間利用者数累

計／１２か月 

成年後見制度利用支援

事業 

就労継続支援（A 型・B

型）利用者数 
2024 205人 ２００人 

年間利用者数累

計／１２か月 
就労継続支援施設 

3-5 高齢者への福祉の充実 

市民後見人の登録者数 2024 14 人 19 人 実数 
市民後見人台帳登録者

数 

チームオレンジの箇所

数 
2024 １箇所 ５箇所 実数 

認知症当事者と家族を

支援する地域づくり 

ACP（アドバンスケアプ

ランニング：人生会議）

研修会の受講者数 

2024 １０８人 １５０人 実数 
ACP研修会を受講した

人数 

住民主体の「通いの場」

への参加率（月 1 回以

上） 

2024 １３．５％ １７．３％ 

月 1 回以上開催

の通いの場に参

加している人数

/1号被保険者数 

「通いの場」への参加者

数 

地域活動への参加率 2022 ７．２％ ９．６％ 

日常生活圏域ニ

ー ズ 調 査  5-

（2）「既に参加し

ている」の割合 

3 年に 1 回調査(R7、

R10） 

3-6 地域に密着した医療サービスの提供 

経常収支比率 2024 ９６.1％ １００％ 
経常収益／経常

費用×100 

100％を超えると経常

黒字 
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指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

医師対標準率 2024 ９７.5％ １０0％ 

医 師 実績数／

（医師標準数×

1.1）×1０0 

医療の質、安全の確保

や処遇改善等を図るた

め、標準数の 1 割増し

で運用することが望ま

しい 

病床利用率 2024 70.７％ ７９.0％ 
入院患者延数／

病床延数×100 

全病床種別合計での利

用率 

療養ベッド利用率 2024 ９１.1％ ９３.0％ 

入所者延数／療

養ベッド延数×

100 

介護老人保健施設療養

ベッド利用率 

救急応需率 2024 73.9％ 77.0％ 

救急受入数／救

急受入依頼数×

100 

東備消防管轄内医療機

関への救急搬送患者受

入れ割合 

政策4 地域の活力を生む産業を振興させるまち（産業経済・都市計画） 

4-1 商工業・海運業の振興 

ハローワーク備前管内

における就職人数 
2024 344人 390人 

R3～R6 年まで

の実績数による 

和気公共職業安定所

「和気統計月報」 

企業誘致件数 2024 2 件 1 件 実績 
企業誘致奨励金交付件

数 

新規創業者数 2024 8 人 11 人 実績 創業奨励金交付件数 

空き店舗活用数 2024 1 件 3 件 実績 

備前市商業振興対策事

業補助金（空き店舗活

用事業）、空き店舗対策

家賃補助事業補助金 

交付件数 

事業承継支援件数 2024 0 件 1 件 実績 
事業承継支援補助金交

付件数 

市商工振興融資斡旋申

込件数 
2024 36件 40件 実績 

市商工振興融資斡旋事

業 

4-2 魅力ある農林水産業の推進 

農地の貸付面積（累計） 2024 173.9ha 195.5ha 
年間調査実施面

積 

農家台帳システム(利用

集積面積集計) 

農林漁業における新規

就業者 
2024 ２人 ２人 新規者数 

認定新規就農者・漁業

協同組合新規正組合員

数 

農作物被害額 2024 33４万円 ２８０万円 実績 

岡山県農業共済組合の

水稲共済被害額より算

出 



 

85 

指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

耕作放棄地面積 2024 495ha 415ha 実績 備前市農業委員会 

森林の整備面積（市受

託森林分の間伐施業し

た面積） 

2024 ― 5ha 実績 

森林の整備面積（市受

託森林分の間伐施業し

た面積） 

アマモ場保全活動への

参加者 
2024 7９７人 ９００人 実績 

アマモ場保全活動への

参加者 

「この 1 年間に、海洋環

境に関心を持ち行動し

たことがある」と回答し

た市民の割合 

2025 6.2% 10.0% 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

漁業者一人あたりの水

揚高 

（カキ養殖者＋漁船漁

業者） 

2024 １８百万円 ２０百万円 

水揚高÷（カキ養

殖者＋漁船漁業

者） 

浜の活力再生プラン算

出データ 

4-3 魅力ある資源を活かした観光の推進 

市内観光客の入込客数 2023 ６２万人 ８０万人 実績 市観光動態調査 

備前市を訪れた外国人

の旅行者数 
2024 2,８0０人 4,6００人 実績 

観光・シティプロモーシ

ョン課調査 

市内観光地を周遊した

旅行者の割合 
2025 ― ５０％ 

観光施設巡回者

数/有効回答数 
 観光客アンケート調査 

4-4 秩序ある土地利用と良好な市街地（都市施設）の形成 

＊「暮らしている地域で

は自慢できる都市景観

がある」と回答した市民

の割合 

2025 17.5% 20.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

市民一人あたりの都市

公園面積 
2024 ９．０㎡ １０.0 ㎡ 

都市公園面積／

人口 

面積：公共施設状況調

査 

人口：住民基本台帳 

立地適正化計画への市

民の理解度 
2025 6.0% ８.０％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

4-5 移住・定住の促進 

空き家情報バンク登録

物件数 
2024 ７１件 １００件 実数 空き家情報バンク 

東京・大阪大都市圏か

らの転入者数 
2024 ９５人 1３0人 

東京都、埼玉県、

千葉県、神奈川

県、大阪府 

岡山県毎月流動人口調

査 

移住人数（補助制度を

利用した移住世帯人数
2024 ３５人 ５０人 実績 移住定住推進事業 
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指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

から） 

移住相談件数 2024 1８６件 ２４０件 実数 
SNS、電話、メール、窓

口、相談会の件数 

4-6 住宅の供給と安心できる住環境の整備 

空き家除却件数（老朽

度・危険度ランクD・E） 
2024 10 件 30件 実数 

空き家等除却支援事業

補助金利用件数 

市営造成宅地の区画数 2024 ー ９区画 実数 宅地区画数 

特定公共賃貸住宅の入

居率 
2024 ５０.0％ ９0.0％ 

入居戸数／管理

戸数 

入居戸数 17 戸／管理

戸数34戸 

公営住宅の除却後、用

途が決まった宅地面積 
2024 0 ㎡ ７００㎡ 実数 

用途廃止後（除却）の宅

地面積 

政策5 安全で快適な生活が送れるまち（安全・生活基盤） 

5-1 防災・防犯体制の強化 

「防災訓練活動に参加

したことがある」と回答

した市民の割合 

2025 30.4％ 50.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

消防団活動を支援する

防災アプリの導入率（累

計） 

2024 ５０.１% ９０.0% 

防災アプリを登

録している団員/

全消防団員 

火災情報等を共有する

防災アシストアプリ 

南海トラフ地震を想定

した備蓄品の備蓄割合

（累計） 

2024 87.3% １０0% 
市の備蓄量/目

標備蓄量 

主要8品目の3日間に

必要な備蓄量 

「災害等に備えて備蓄

品を3日分以上用意し

ている」と回答した市民

の割合 

2025 10.8％ 50.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

5-2 河川改修・砂防施設整備 

備前市堆積土砂管理計

画に記載の安全度が十

分でない河川の本数 

2024 9 件 7 件 実数 
備前市堆積土砂管理計

画 

ハザードマップカバー

率 
2024 ８７％ １００％ 進捗割合 

市内のハザードマップ

完成 

河川改良整備率 2024 ０％ 100％ 改良進捗率 
舟部川・立石川の整備

率 

5-3 安全でおいしい水の安定供給 

料金回収率 2024 ８７.3％ 100％ 
(供給単価／給

水原価)×１００ 
水道事業経営指標 
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指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

基幹管路耐震適合率

（累計） 
2024 ３２.５% 40.0% 

(耐震適合性の

ある基幹管路の

延長/基幹管路

総延長)×100 

備前市水道ビジョン 

有収率 2024 7３.１% 8７.0% 
給水水量/配水

量 

備前市水道事業会計決

算書 

5-4 生活排水の適正処理 

腐食の可能性が高い管

渠の内、中継ポンプ場

の下流となる、管径

500mm以上の鉄筋コ

ンクリート管の耐震化

率 

2024 10.8％ 18.8% 実施率 備前市下水道事業 

下水道事業の経費回収

率 
2024 9７.1% 1０0% 

下水道使用料/

汚水処理費 
備前市下水道事業 

水洗化率（累計） 2024 92.７% 93.4% 
水洗化人口/行

政人口 

個排、個人設置の浄化

槽を含む 

5-5 道路・港湾の整備 

橋梁の補修箇所数（2４

箇所） 
2024 ４箇所 2４箇所 

補修対象施設（2

４箇所）の補修実

績 

調査済の補修対象施設 

※R6(2024)～R10 

(2028)まで点検中 

市道整備率（累計）幅員

4.5m以上の市道対象 
2024 ３５.１% ３５.３% 

幅員 4.5m 以上

の市道延長/市

道実延長 

道路台帳 

鴻島港係留施設整備 2024 ０ １ 実績 港湾台帳 

政策６ 環境を大切にして未来につなぐまち（生活環境） 

6-1 公共交通の確保 

市営バスの年間利用者

数 
2024 

103,447

人 

105,000

人 

市営バス年間利

用者数 
市営バス利用実績 

市営バス 1 便あたりの

平均乗車数 
2024 ３.０人 ３.２人 

市営バス 1 便あ

たりの平均乗車

数 

市営バス運行実績 

デマンド型乗合タクシー

利用人数 
2024 10,73５人 15,00０人 

デマンド型乗合

タクシー年間利

用人数 

デマンド型乗合タクシー

利用実績 

JR１日あたりの利用者

数 
2023 2,31９人 3,00０人 

市内鉄道駅の 1

日平均旅客数の

合計 

岡山県統計年報 

＊「暮らしている地域で

は、公共交通機関で好
2025 11.4% ２５.0％ 

有効回答数に対

する肯定意見の
R7市民意識調査 
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指標名 
基 準 値（２０２５） 目標値 

（202９） 
算定式 出典・定義など 

時 点 数 値 

きな時に好きなところ

へ移動ができる」と回

答した市民の割合 

割合 

6-2 廃棄物の減量化・再資源化・適正処理の推進/斎場/墓地 

市民一人 1 日あたりの

ごみの排出量 
2024 

5３０g/日・

人 

5０５g/日・

人 

年間の家庭系ご

み量見込(除く：

資源化量)／行

政区域内人口見

込／365日 

2025以降は実績値対

前年度▲5 

リサイクル率 2024 2１.２% 24.２% 

(直接資源量＋

処理後再生利用

量＋集団回収

量)／(排出量＋

集団回収量) 

2025以降は実績値対

前年度+0.6 

6-3 環境保全対策の推進 

公共施設の二酸化炭素

排出量（2013年度比） 
2024 

１５.３％ 

削減 

２３.0％ 

削減 

2030 年までに

２５%減を見込

む 

備前市地球温暖化対策

実行計画【事務事業編】 

「地球温暖化対策への

取組み（電気自動車、充

電設備の導入など）は

評価できる」と回答した

市民の割合 

2025 14.7％ ２０．０％ 

有効回答数に対

する肯定意見の

割合 

R7市民意識調査 

水質における環境基準

達成率 
2024 89.０％ 9１.５％ 実績 

備前市の環境保全（環

境調査資料） 

 

 


